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計 の にあた

が の年間自 は、 10年（ 8年）に してから 10年 上、3

人 で していましたが、 18年（ 6年）に さ た自 対

本 に く の あ 、 年（ 0 年）から に

しています。しかし がら、 として 人を える で して 、

年（ 0 年）には、 コ ス の で、自 の要

と る 問 が したこと に 、 1 年 に に じる

、 事態が だに いている状 にあるといえます。

本市に る自 、 年（ 0年）の 0人を ークに

が き、 8年（ 6 年）には 133人まで した のの、 年（

年）に 170 人に し、 の 150 人 上で しています。また、若年

や 性の自 の が えている 、 た ています。

本市では、 1 年（ 年）3 月に 千葉市自 対 、 いて

30年（ 8年）10 月に 第 千葉市自 対 を し、 10年（ 8

年） 月までを 間として自 対 の かつ に て

ますが、 年（ 年）10 月に さ た た 自 対 の

を まえ、また、 た に対応するた 、中間年にあたる本年、

の中間見 しを いました。

の 第 千葉市自 対 に いて き き、 気 く 、

え ・ る 、 つ を生きる の つの として、 を

し、 生きることの として自 対 を するとと に、 人

と がか がえの い 人として さ 、 自 に い ま ることの

い千葉市を していきます。

計 の

－ 1－
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この計画は、自殺対策基本法第 13条第２項の規定に基づく「市町村自殺対策

計画」として、自殺総合対策大綱及び千葉県が策定する「第２次千葉県自殺対

策推進計画」の内容を踏まえるとともに、本市の実情を勘案した自殺対策を、

行政や関係機関、民間団体等がそれぞれの役割を担い、連携して自殺対策に取

り組んでいくために策定するものです。 

また、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画である「支え合いのまち千

葉推進計画（千葉市地域福祉計画）」や、健康増進法に規定する市町村健康増

進計画である「健やか未来都市ちばプラン」などの関連する計画との調和を図

っています。 

 

 

（１）計画の期間 

自殺総合対策大綱及び第２次千葉県自殺対策推進計画の計画期間を踏まえ、

「平成 30 年（2018 年）10 月から令和 10年（2028年）９月までの 10年間」を

計画期間とします。 

なお、自殺総合対策大綱が、令和 4 年（2022 年）10 月に見直されたことを

受け、本計画も令和 5年（2023年）10月に中間見直しを行いました。 

 

（２）計画の数値目標 
自殺総合対策大綱及び第２次千葉県自殺対策推進計画の数値目標を踏まえ、

令和 6～8年（2024～2026 年）の本市の自殺死亡率  の平均を 13.0以下にする※1

ことを目標とします。 

 
計画策定時 

H21～28 年平均 
現状 

R1～R3年平均 
目標 

R6～R8年平均 

自殺死亡率※1 18.4※2 16.3 13.0以下 

※1 自殺死亡率：人口 10 万人当たりの自殺者数 

※2 平成 21～28 年(2009～2016 年)の自殺死亡率(数値はいずれも人口動態統計に基づく) 

 (16.9＋23.2＋18.9＋18.2＋18.9＋17.5＋19.8＋13.7)÷8＝18.4（小数点第２位四捨五入） 

２ 計画の位置付け 

３ 計画の期間及び数値目標 

－ 2－
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自 の

（ ）自 者 自 （ 10 当た の自 者 ）の

本市に る自 は、 と に 23年（ 年） から

にあ ましたが、 年（ 9 年）に きく した やや に

あ ます。

に ける自 の

計

計

（ ）自 の （ ）

（ ）自 者 の （ ）

自殺 10 自殺

－ 3－
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（ ）性 ・ の自 （ 10 当た の自 者 ）

8 年（ 6 年）の 年間と、 年（

年）の 年間の自 （年 ）を て ると、 の 年間、 の 年間

と に本市の 男性の自 は の く っていま

す。 性の自 については、 の 年間は と でしたが、

の 年間は い を しています。（ ）

また、 の 年間に いて、年 の自 を て ると、男性では

2 2 の若い で く、 は ての年 で

く っています。 性では くの年 で く っています

が、 に 2 に いて との が きく っています。（ ）

（ ）性 ・ の自 （ ）

自 ロ ル

（ ）性 の自 （ ）

自 ロ ル

性

19.94 < 22.67 10.93 > 10.14

4.49 > 3.77 1.98 < 2.37

26.26 > 23.96 14.61 > 11.42

19.67 < 24.45 9.84 > 9.49

24.44 < 26.08 13.09 > 10.78

25.57 < 30.5 10.64 < 12.71

21.17 < 24.19 11.39 > 10.88

23.19 < 26.93 15.83 > 13.23

19.89 < 34.34 13.72 > 12.97

男性 女性

18.5
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（ ） に める自 の

   本市に る 年（ 年）の 年間 の年

要 は、男性では から 9 までの の第 が自 、

性では 4 までの の第 が自 と っています。

計

計

（ ）男性の （H29 R3 計）

（ ）女性の （H29 R3 計）
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（ ） ・

本市に る自 の原 ・ については、 問 の が く っ

て 、毎年 にあ ます。 に ・生活問 、家 問 の が

く っています。

（ ）

本市に る の自 については、 が く、 に 用

・ 人と っています。

自 計

自 計

（ ） ・ の

（ ） の
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（ ）自 の

自 に る自 の状 を見ると、男性に て 性の が自

を する が く っています。

自 計

（ ）自 者に ける自 の （H29 R3 計）

33.1%

12.9%

20.1%

62.0%

79.7%

73.4%

4.9%

7.5%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（ ） の自 （ 10 当た の自 者 ）の

20 ある 市の 、本市の自 は、 い方から えて、

29 年 7 年 9 、 30 年 8 年 9 、 年 9 年 0 、

年 0 年 5 、 年 年 9 と しています。また、千葉

や と すると、 年 9 年 を除き、毎年、本市の自

の方が い状 と っています。

自
自殺

自
自殺

自
自殺

自
自殺

自
自殺

1 市 11.9 市 11.2 市 12.2 市 12.8 市 12.6
2 市 12.7 市 11.5 市 12.7 市 13.4 市 13.2
3 市 13.1 市 12.2 市 13.0 市 13.7 市 13.3
4 市 13.3 市 12.8 市 13.0 市 14.1 市 13.6
5 市 13.7 市 12.9 市 13.0 市 14.5 市 14.3
6 市 13.8 市 13.1 市 13.1 市 14.8 市 14.4
7 市 14.2 市 13.3 市 13.1 市 14.8 市 14.6
8 市 14.9 市 13.6 市 13.2 市 15.0 市 15.2
9 千葉市 15.0 千葉市 13.7 市 13.7 市 15.3 千葉市 15.3

10 市 15.1 市 13.7 市 13.8 市 15.9 市 15.6
11 市 15.2 市 13.8 市 13.8 市 15.9 市 15.7
12 市 15.4 市 14.0 市 14.0 市 16.0 市 15.7
13 市 15.6 市 14.1 市 14.1 市 16.1 市 16.1
14 市 15.7 市 14.7 市 14.9 市 16.1 市 16.1
15 市 15.9 市 15.2 市 15.4 千葉市 16.3 市 16.3
16 市 16.1 市 15.6 市 15.6 市 16.3 市 16.7
17 市 16.3 市 15.6 市 16.3 市 17.6 市 17.1
18 市 16.9 市 17.1 市 17.1 市 17.9 市 17.1
19 市 17.2 市 17.2 市 17.1 市 18.1 市 17.2
20 市 19.8 市 18.7 千葉市 17.3 市 20.3 市 19.3

千葉 16.1 千葉 16.8 千葉 16.0 千葉 17.2 千葉 16.0
16.4 16.1 15.7 16.4 16.5

29 30

（ ） の自 の

計

－ 8－
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（ ）自 対 に関する Ｂ ン の

  本 の にあた 、こ までの 状 を するた 、市のホーム

ページ（電 ス ム）を して市 の自 に対する え方や自 対

の認 に する Ｅ アン ート を しました。

ア 対 千葉市 に は 、 し、 ンター ットを 用

して日本 で 答することができる

間  年（ 年） 月 日から 月 日まで

答 の 性

1,512

696 46.0% 10 35 2.3%
774 51.2% 20 49 3.2%

9 0.6% 30 174 11.5%

33 2.2% 40 298 19.7%

50 415 27.4%

60 294 19.4%

会 476 31.5% 70 247 16.3%
自 自 73 4.8%

271 17.9%
72 4.8% 262 17.3%
53 3.5% 228 15.1%

266 17.6% 263 17.4%
270 17.9% 葉 124 8.2%
31 2.1% 187 12.4%

387 25.6%
市内 61 4.0%

－ 9－



10 

自 に対する 的な 方や に

こ に にた どの やス ス たこ が

あ す （ 答は 人 ）

やスト スを じたことがあると 答した が、性 では 性が く

っている 方、年 では 30 の が に く っています。

その す

（ 答 、 答は 人 ）

性 では、男性は 仕事問 が く っている 方、 性は 家 問

が く っています。また、年 では、 くの で 仕事問

が く って 、 いで、 0 0 までは 家 問 、 0

上は 問 が く っています。

1.6%

2.7%

3.1%

4.7%

10.3%

8.2%

4.1%

2.9%

6.1%

6.5%

12.0%

14.1%

16.1%

14.3%

2.9%

11.0%

10.6%

13.4%

20.1%

22.4%

21.1%

29.9%

22.4%

2.9%

22.1%

19.0%

78.9%

70.7%

62.4%

60.1%

43.7%

55.1%

94.3%

62.8%

67.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70 247

60 294

50 415

40 298

30 174

20 49

10 35

774

696

16.7%

21.0%

25.0%

23.4%

27.4%

10.3%

28.7%

16.2%

21.8%

15.3%

11.7%

12.2%

11.2%

12.8%

12.7%

13.1%

9.0%

8.9%

8.6%

12.2%

12.8%

28.2%

100.0%

13.7%

8.1%

26.9%

35.5%

28.9%

26.3%

25.7%

25.6%

21.5%

38.5%

11.5%

9.7%

13.7%

11.7%

10.1%

12.8%

10.2%

12.3%

3.8%

4.0%

5.9%

7.8%

7.3%

5.1%

6.8%

5.6%

3.8%

2.4%

2.3%

3.4%

3.4%

3.1%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70 52

60   86

50 156

40 119

30   98

20   22

0    2

288

226

－ 10 －



11 

にた どのス ス た 自 ど

た理

（ 答 、 答は 人 ）

と く にたい気 が さまった 、 や状 を自ら し

した の で 答が く っています。

にた どの やス ス た に（どこに）

相談 す

（ 答 、 答は 人 ）

相談し い 、 家族や 族に相談する 、 人や 人に相談する の で

答が く っています。

214

150

102
82 70

53 45
13

53 55

0

50

100

150

200

250

①
な
ん
と
な
く
死
に
た
い

　
気
持
ち
が
お
さ
ま
っ
た

自

自
殺

179

124
100

36 36 28 27
7

226

0

50

100

150

200

250

S
N
S

－ 11 －
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（ 答は 人 ）

また、 人や相談窓口 に相談する人の 人 は 317人で、 の

と っています。

にた どの やス ス た に相談が る

の る の ど す

（ 答 、 答は 人 ）

相談窓口では 千葉いの の電話 こころの電話 こころと の相談室

の に ら ていることが か ますが、 まったく ら い と答えた人

514人と く っています。

218 ( 40.7%)218 ( 40.7%)

601

387
336

135 129 119 112 93 82
36

514

0

0

200

0

400

0

600

0

千
葉

L
I
N
E

N
P
O

S
N
S

－ 12 －
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（ 答は 人 ）

また、 つで 相談窓口を っている人の 人 の は 998 人で の

と っています。

自 対 に ける や に

たこ があ す （ な な

る に け な支援に な

る ）

998 ( 66.0%)

514 ( 34.0%)

250 ( 16.5%)

1, 262
( 83.5%)

1, 262
( 83.5%)

514 ( 34.0%)514 ( 34.0%)514 ( 34.0%)

－ 13 －
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この に き自 対 を るにあた 、自 対 に る や

は、 の を自 に対する 本認 として します。

（ ）自 その多 が た の

自 の には、 気の の 問 の か、 、生活 、

や介 、いじ や 立 、 要 が に していることが

ら ています。自 に る としては、生活 の中で きる 問

に いつ ら 、自 の が えら い状態に ることや、

とのつ が の や生きていて に立た いとい から、

また、 えら た の きさに対する から、 状態に

まで い ま てしま と見ることができます。

自 は、 人の自 の の では く、 の くが

に に い ま た末の であ 、 の くは ことができる

問 であるとい ことを で認 する必要があ ます。

自 に対する

に ける自 の （ ・ ）

－ 14 －



（ ） 自 者 向にあるが 事 る

の年間自 は、自 対 本 が 立した 年（ 年）と

コ の 年（ 年）とで すると、男性は 、 性は

と っています。

しかし がら、 年（ 年）には コ ス の

で自 の要 と る 問 が したこと に 、 で

は、 に 性や 中 生の自 が え、 は 年 に 年を上 って

います。 年（ 年）の は 年（ 年）から した の

の、 性の自 は し、 中 生の自 は 番 の と っ

ています。

本市に いて 、 年（ 年）には 人まで がった自 が

年（ 年）には 人にまで し、 の 年間 人 上の

で く していることから、 事態は だに いているとい ことを認

する必要があ ます。

（ ） コロ ルス の た対 の

コ に いて人との が 、 が することで、 き

方、 生活 のあら る で が生じています。 に、自

の が いている 性を 、 、 用 、 と や、

フ ー ンス 用 に ら い き方の や、 則 生活を

いら た 、 事や 活 が中 や と った した 生 に対して、

を していることが えら ます。

年（ 年） 月 日に コ ス の が

に と ましたが、 に と を した か

ら、 の 状 や、 が自 に す について、 き き ・

分 を とと に対 を じていく必要があ ます。

また、 のコ に いて、 分 でＩ が活用さ る状 と

ました。 の を生かし、 に いて必要 自 対 を すること

ができる 、 ンター ットを活用した や Ｎ を活用した相談

Ｉ の活用を します。

－ 15 －



16 

（ ） 的な クル する

  自 対 に る サ ク を すと、 の に ます。

自 対 に る や は、 自 に い ま ること

の い千葉市 の に て、この を ー として、自 対 の

サ ク を すことで、自 対 を に さ がら するとい こと

を認 する必要があ ます。

Ｌ

Ｏ

Ｋ

Ｔ Ｏ

の自 の の に対応 た

る支援 に関 る事 員 自 対 計

計 に 自 対

た事 の ・

の る

－ 16 －
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17 

（ ）計 に ける

  30 年（ 8 年） 0月に さ た本 は、 ート ーパーの え

方に く 気 く 、 え ・ る 、 つ を生きる の つ

の として、 9の を に 開してきました。

  また、こ らの は毎年 状 を し、千葉市自 対

千葉市自 対 にて と 携 を る

ことで、 を してきました。

（ ）

ア

本 では、 8年（ 6年）の本市の自 の

を 0 にすることを に ていますが、 年（ 9年）

に 3 に し、 の 3年（ 年）に いては毎年

している のの、 0年（ 8年） い で

しています。

本 では、 さ た が自 対 に の に したかを

・ するた 、 の を設 しています。

計 の

（ ） の自 の

計

－ 17 －
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   の中間見 しにあたって の 状の と を いまし

た。（ ） は、 状 が を している の が

、 状 が に かって している の が 、

状 が してい い の が 、 状 が

している の が と ました。

状 が を している
状 が に かって している

状 が してい い
状 が している

oN

1-1 (H29 ) (R8 ) (R )

2-1
60.8%
(H30 )

72.5%
(R8 )

59.3%
(R4 )

2-2
(H28 ) (R8 ) (R4 )

3-1 数
131
(H29 )

900
(H30~R8

)

464
(H30 ~R3

)

4-1-1
78.7%
(H30 )

85.0%
(R8 )

66.0%
(R4 )

×

4-1-2
52.7%
(H28 )

100%
(R2 )

62.4%
(R3 )

4-1-3
10.5%
(H28 )

9.4%
(R4 )

9.6%
(R )

4-2-1 SOS
(H29 ) (R8 ) (R3 )

4-2-2
39

数
125
(H29 )

150
(R8 )

119
(R3 )

4-2-3
数

186
(H29 )

219
(R8 )

160
(R3 )

4-3-1
千葉市

数
15
(H29 )

20
(R2 )

33
(R4 )

4-3-2
25.3%
(H28 )

15%
(R4 )

23.5%
(R3 )

4-3-3
60 11.2%

(H28 )
5.0%
(R2 )

9.0%
(R3 )

4-3-4
数

全市
3,651
(H29 )

4,757
(R2 )

1,841
(R3 )

×

5-1 数
137
(H29 )

2,000
1

8

149
(R4 )

6-1
(H29 ) (R8 ) (R3 )

（ ） の

－ 18 －



（ ）計 の

に き を に してきましたが、本市の自

の は に対して が まっているとは え い状 です。

については、 年（ 年） から コ ス

対 に 、人が まる ントや 、あるいは対 の相談 が中

、 さ た が でいることが から えます。

の中間見 しにあたっては、自 の 事態はいまだ いているとの

本認 の と、 と して 自 が にある 性や、

に自 が にある若年 の を するとと に、

コ ス の を まえて、こ まで 上に や の

との 携 を する必要があ ます。

（ ）計 の の

年（ 年） 月 日に さ た自 対 の

見 し や、千葉市に る自 の を まえて、 年（ 年）

月に千葉市自 対 の中間見 しを いました。中間見 しの 要

については のと です。

ア 第 自 の 状 本認 自 に対する 本認 の

の つとして コ ス の を まえた

対 の を 。

第 自 対 の 本方 （ ）生きることの として

する の中で、 自 対 は の に た としての

つ を 確 。

第 自 対 の 本方 （ ） との 携を

して に の中で、 事 、 ・

立対 との 携 に する記 を 。

第 自 対 の 本方 の の つとして 自 の

生活の に する を 。

第 の の つとして 性 のサポート

を 。

第 生きる の では、 ・若 に する

事 を 、 性に する事 を する 、 で 事 の

（ 事 で対 を 。

－ 19 －



20 

自 対 の 方

の自 対 には、自 対 の 本方 が さ ています。本市で

はこの え方に って、 の を自 対 の 本方 として ます。

の 開に たっては、市 に として、自 の

に する の を るとと に、 の相談 相 の 携を する 、

問 を えた人に対する相談 を ・ し、自 につ がる 性のあ

る人を見 さ いた の を中 に、自 対 を ていきます。

（ ） るこ の 的な支援 する

自 は の くが い ま た末の であ 、 の くが ことができる

問 であるとの 本認 の 、本市の自 対 は、 生きることの

要 を らす に えて、 生きることの 要 を やす を

い、 方の を じて の自 スクを さ る方 で、生きるこ

との として します。

この え方は、 人 さ い で い の を

す の である の と する のであることから、自

対 は、 の に た としての ています。

（ ）関 の 的な 的に

自 に い ま としている人が して生きら る にして自

を た には、 だ で く、 ・ を

が 要です。また、この を するた には、

分 の 、人 や が に 携する必要があ ます。

自 の要 と る生活 、 ・ 立、 、性 、 き

こ 、Ｌ （性 ） 、 の分 に いて の 携の

が 開さ ています。 携の をさらに るた 、 した 分 の

生きる にあたる人 が 自 対 の を っているとい

を していきます。

と 、 性を問 い相談 、 く に た

を に 事 生 の に た

や、生活 自立 、 ・ 立対 との 携を すると

と に、 、 、 の との 性を ていきます。

－ 20 －



（ ）対応の に応 ル の対 的に る

本市に る自 対 は、 の自 スクを さ る方 で、 人

の問 に 相談・ を 対人 の と、問 を

に える人に対して を た の に る 携

の 携の を中 に、 に いて に、かつ、 に

します。

また、時 対応としては、自 の 性が い に る

の 事 対応 の 、 に こ つつある自 生の に介 する

対応 の 、自 や自 が生じてしまった に る 事 対

応 の に いて、 を じていきます。

さらに、こ らに えて 自 の事 対応の に での として、

に いて、 生 を対 とした の し方に する を

します。

（ ） する

自 に い ま るとい は にで こ る ですが、

に った人の や が さ にくい があ 、 した や

の を ること て、 に った には かに を ること

が であるとい ことが、 の 認 と る に に

を います。

また、市 の さ が、 にいるか し い自 を えている人のサ

ンに く気 き、 の専門家につ 、 の を がら見 っ

てい る 、 活 、 活 に ます。

－ 21 －



（ ） 支 ・関 る な

自 対 に る ート ーパーとは、 でいる人に気 き、 をか 、

話を いて、必要 につ 、見 る人のことをいいます。

を えた人は、 人に を え い 、 こに相談に ったら いか

から い 、 の に したら いか から い の状 に ること

があ ます。 が を えた人を するた に、 の人 が ート

ーパーとして活 することが必要です。

本 に いては、この ート ーパーの え方に き、生きる の

を 気 く 、 え ・ る 、 つ の つの から、

や に を必要としている人や、 を 人に対する

を に 開していきます。

（ ）自 者 の の に する

自 対 本 第 に いて、 自 自 に らの

の 族 の 生活の に 分 し、いやしく こ らを に

することの い にし ら い と ら ていることを まえ、

本市 間 の自 対 に る は、このことを て認 して自

対 に でいきます。

の

や の に ける

の ける

な めに専 に相談する に す

温 なが る

－ 22 －
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0.5%

14.3%
10.0%

6.4%

14.6%

8.8%
5.7%

19.1%

2.9%
3.8% 3.1%
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23 

本 第 に記 している千葉市に る自 の や、 の

と を まえ、 のサポート 若年 のサポート 性 の

サポート 携 の を本 に る と 、

していくこととします。

（ ）

  の自 対 センターが、本市の 年（

年）までの 年間の自 の を に した千葉市 自 態

フ に ると、本市の自 の について、 と 6 上の

で の自 の が、男 と に い状 にあることが か

ます（ ）。また、 上の を見ると、 人あ の

が く っている のの、 と ると、 人の に ら 、男性

の が いのに対し、 性の が く っていることが か ます（

）。

者 の

（ ）自 者の （ ）

自 ロ ル に

－ 23 －
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（ ） の方向性

千葉市 自 態 フ の中には、生活状 ごとに、自 に

る として く ら る のを した にある 自 の

が さ ています。 0 上の については、 の は介

や家族間の 、 の には、 との ・ に る つ状態

が自 に る として ら ています。

こ らを まえて、認 に が必要と った 本人に対し

ては 生活の のた のサー ス の を、介 の問 を

える の介 に対しては、介 の の を します。

また、 問 を える を するた 、 相談・ の

や の見 に 、 ・ に る 立 を し、 生きることの

要 を らすとと に、 の く を し、生きがい く

を しすることに 生きることの 要 を やす を しま

す。

（ ） の自 の （ ）

自 ロ ル に

35.8%

27.0%
21.5%

15.8%

40.5%

24.7% 23.4%

11.4%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%

千葉市
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（ ） 体的な

事 ・

に対する相

談・

に対する相

談・

事

サー スの や の家族

に対し、相談・ を とと に、

との 携を ます。

あ し アセン

ターに る相談・

事 、144

や の家族、 に らす人の介 に

する 、 、 、 や生活に するこ

と に して、 アマ ジ ー、

、 が の専門分 を活かし

いに 携を がら相談・ を いま

す。

ア ト ーチ の

相談・

生 ・

に る見

活

事

生 ・ や 生 に る見

や 問活 を じて、 人 らし

の や サー スを必要とする方を

するとと に相談に応じ、必要に応じて

サー スを ら る に します。

また、 生 ・ が に いて

で 活 を できる 、 生

の活 をサポートします。

の 生活 コー

ーター

事

日 生活上の が必要 が、

た で生きがいを って 生活を し

ていくた に必要と る生活 ・介 サ

ー スの を するた 、生活 コ

ー ーターが ニー とサー スのコ

ー ート を い、サー スを する

事 と 携して の ・ を

ます。

え い

問

の

事

い 、 の生活 サー スや、サ

ン・ 活 を じた の日中の

く を 自 やＮ 人 に対

して することに 、 の 立の

を 、生きることの 要 の に

ます。

く の 生きがい く の

事 No.115

の生きがい く や ・ を

さ るた 、いきいき ・センターの

を します。また、 人ク や ー

人 センターの を します。

あい・いきい

きサ ンの

事 No.116

が生きがいを って、いきいきと らし

てい る 、 が するサ ン活

を します。

－ 25 －
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事 ・

く の 認 フェ設

事 No.117

認 の人や の家族、 、専門 が

気軽に い、認 に する相談や が

できる いの である認 フェの設 を

します。

介 の 認 相談コ

ー センター

事 No.145

介 や家族 の相談 の を

じて、 の を ます。

認 介

事 No.146

認 についての しい や し方 の

や、 の を することに

、 の を ます。

認 サポーター

事 No.147

の 自 や 、 の ま 、 中

に が いて認 についての

を し、認 について しい と

を につ た認 サポーターを し

ます。

家族介

事 No.148

家族介 の を し、介 の

に る介 の軽 を ます。

－ 26 －
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（ ）

  本市の 年（ 年）の 年間 に る年

要 を見ると、男性では から 9 までの の第 が自 で

あ 、 性では から 4 までの の第 が自 と っています（

、 を 。）。

の

計

（ ）男性の （H29 R3 計）

（ ）女性の （H29 R3 計）

計

－ 27 －
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  本市の 20 の若年 の自 の を て ると、男性は 年

で にあるのに対して 20 がやや にあ 、20 に い

ては、 年（ 年）の間、 を える に い自

を した時 があ ました。（ ）

性では と の 方に いて 年（ 年）から

にあ 、 に 20 に いて 年 い を しています。（

）

  こ らのことから、若年 に いて自 は 問 と っていることが

分か ます。
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（ ） の方向性

若年 の自 対 に いては、 に た を に ことが 要

です。 に いて や、スト スに したとき、 に の に

を いか 、 で 方 を とと に、つらいとき

や しいときには を て いことを （ の し方に す

る ）を します。 て 生 が した を る

し、 や、 の の 人として する問 に 対 する 、 フ

ス を につ ることにつ ていきます。

また、若年 に る Ｎ や ンター ット 用の が を 、 Ｎ

を活用した相談 やト のた の ット 室、 ットパト ー

を します。

また、 きこ や の 対 との を るとと に、 人が

の問 に した の相談・ の を します。

（ ） 体的な

事 ・

・若 に す

る相談

いじ に する

相談

事

生 や からのいじ に する

相談について、24 時間 で相談を しま

す。

Ｎ を活用した

相談（ Ｎ 相談

）

事 No.45、88

中 、 、中 、

の生 のいじ や の

にこたえるた 、 Ｎ を活用した 相談を

います。

千葉市 ・若

相談センタ

ー（ k ンク）

に る

事 No.44、58

ニート、 、 きこ 、 の 生活

を 上で を えている や若 か

ら相談を 、 、 、専門 の紹

介 、問 の に た を います。

生 の自 対

に する の

見・見

の

事

18 の自 は、 に する

があることから、 から

間中、 の時 にか て、 、

中 、 に る 生 の や

の 見・見 の を しま

す。

－ 29 －
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事 ・

生 の自 対

に する の

の し方に

する の

事

に いて、 活 、 の との

間 を活用する して、 生 が

の さを できる に ること く、

に いて する 性のある

・スト ス の対 方 を に るた の

（ の し方に する ）、 の

の に る を するとと に、

生 の生きることの 要 を やすことを

じて自 対 に する の に た

く を ます。

に対する

事 No.20、72

生 と日 している 、

の に対し、 の し方を えるだ

では く、 が した について、

の 人が気 く を 、 の に

るかについて を います。

生 の

を る

の

事

や 年 を活用す

ることに と が 携して、 生

が を したときに、 を るこ

とのできる 人を やすた の を

します。

ット 室

事

Ｎ を要 とした やト に

き ま い に を して

ット 室を開 します。

きこ 、

の

きこ

センターに る

事 No.56、75

きこ 状態にある方や の家族 を対

に、電話や 、 問に る相談・ を い、

や自立を します。

の

事

の 生 、 見・ 対応や

を た の ・ を るた

、 相談 に る相談・ 、 時

の を し、 の を

ます。

の 生 と 見・

対応の の を るた 、要 対

を開 し、 と

の 携を ます。

－ 30 －
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事 ・

若年 の の

の

いじ 対

事

千葉市いじ 本方 に き、いじ は

して さ いことであ 、 の に

、 の で こ る のであること

を し、 ての がいじ の

をい く して、 に対応すること、

また の 、いじ の問 を さ 、 ・

と家 ・ が 携して対 していく

きことを します。

ータ

ーの

事

を え、生活 の状 にある

や家 に い、生活・ の

を きか るとと に、 や家 に

る につ ていくコー

ーターとして、 ーターを し

ます。

・ に す

る相談・

事 No.37、87

相談室を設 し、 に する 相談に

対応するとと に、 と 携し、

るさとハ ー ークに る 紹介・

相談の を ます。

ットパト ー

事

年が ンター ットを じた の

・ に ら い 、

と 携した を た ットパト

ー を します。

－ 31 －
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（ ）

  本市の 性の自 の を て ると、 年（ 年）に

にまで し、 の を える い を して 、男性の自

との が まってきています。（ ）また、 年 は、千葉 、

の自 と して い と って 、 性に対する を

する必要があ ます。（ ）

女性 の

（ ） の性 自 の

自 計 に

（ ）女性の自 の （ の ）

自 計 に

－ 32 －
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（ ） の方向性

性 の自 対 については、 の をはじ 、 性 の を

まえ じていく必要があ ます。

から を えた 、 中から家 に を えてい

る や、 を に に った 、 つに の

を える 、 の の の や を える に対し、

は の専門 が相談を するとと に、 サー スの紹介や

必要 につ ます。

また、 からの の に対する相談 や、性

センター の 、 ・ 立で を える 性に対する の か、 性

の生き らさや 、 についての 性の相談 に る相談 を

します。

（ ） 体的な

事 ・

性 の に対する相

談・

事 、129

から の の や

を える に対し、 は の

専門 が相談を するとと に、 サ

ー スの紹介や必要 につ ます。

ハーモニー相談の

事 、131

男 センターに いて、電話や に

、 性の や について、 性の専門

相談 に る相談・ を います。

性の 事

事 、133

性 の 問 について、 に る電

話相談や、 性 に る 相談を す

ると 時に、 の を ます。

性のた のつ

が サポート事

事 No.135

・ 立で を える 性が との や

つ が を することができる 、 性に

ったき 細か 相談 を います。

の相談

事 No.136

相談 センターや

センターこ 家 にて、電話や に

る相談 を います。

性 ・性

の

性

センター の

事 No.105

性 の 性 の い

のた 、性 センターの事

の 相談窓口の を います。

－ 33 －
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（ ）

自 に い ま としている人が える や は、生活のあら る

ところに でいます。 生きることの 要 を らすた の を

とと に、 生きることの 要 を やしていくた には、こ らの

に る 分 の 、人 や が に 携する必要があ ます。

また、 の と に いて 、 、 との 携

の を として ています。

（ ） の方向性

自 対 に する 性のある相談事 を し、 の を分 する

ことに 自 に する相談の 態 を するとと に、 や 分

の ら 、 た と を ことに 、相 の

を ます。

また、相談 を するた の を することに 、相談 の問

に た 携の を ます。

（ ） 体的な

事 ・

の 携

に必要

の仕 く

自 対

センターの設 ・

事 No.151

自 対 センターを設 し、自 対

に する ・分 ・ 、

との 、 間 の を こ

とに 、自 に する の を

します。

自 対 相談窓口

の開

事 No.152

自 対 に する 相談窓口の で

する 自 対 相談窓口 を に

開 し、自 対 に する相談事 に る

事 を い、 方 に る

を ます。

相 の

の

事 No.153

千葉市自 対 、千葉市自 対

を開 し、相談窓口 で した

事 や、 の活 につい

て、相 の を ます。

相談

の

事 No.154

相談窓口に ら た相談 を するた

の ートを し、活用する を

することに 、相談 の問 に

た 携の を ます。

体 の

－ 34 －
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る支援の 体的な

が 自 の 態 のた の に対し するとと に、こ を

することを 本に本市の自 の 態 に 、本市の に した自

対 を 開します。

（ ）自 計 の 用

No. 事 ・

1 自 の に

する の ・

分 ・

の自 や、 、 を

はじ とする が する自

の に する を ・分 し、

の 活用を るとと に、 ンター

ット を活用した を いま

す。

こころの センター

2 の

活用

いの える自 対 センターや

千葉 自 対 センターから

さ る を活用し、

分 を ことで、市 の自 の状 を

し、 自 対 を します。

（ ） に ける

No. 事 ・

3 るい く

間の

生 の自 に するた 、

生 の自 について、 に

る 態 に ます。

4 いじ の対 生 の自 について、詳しい

を にあた 、事 の分 に

専門性を要する や、 族が

または が と る

を ま い 、必要に応じて

第 に る 態 を ます。

人事 コン アン

ス 室

自 の にする

－ 35 －
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No. 事 ・

5 いじ アン ート

の

生 の や の状

を に し、 や の

に 立てるた 、 生 を対

にいじ アン ートを します。

（ ）相談 に ける

No. 事 ・

6 相談 の ・

分

・ の 相談窓口 から、自

対 に する 性のある相談事

を ・分 し、相談の 態を

します。

No. 分 時 状

1-1 相談窓口 からの相談事

の 、自 対 相談窓

口 に る事

（ 9 年 ） （ 3 年 ） （ 8 年 ）

－ 36 －
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自 に い ま るとい は にで こ る ですが、

に った人の や が さ にくい状 にあ ます。 した や

の を ること て、自 の問 は の人や だ の問 で

は く、 が 事 と る 問 であることを市 に していく

必要があ ます。

また、自 に対する った認 や 見を し、 や らしの に った

には かに を ることが であるとい ことの を するこ

とを じて、自分の にいるか し い自 を えている人の に気

き、 いに い、 をか 、話を き、必要に応じて 相談 や専

門家 につ 、見 ってい る 、あら る をとらえて、 活 や

活 を じた自 の に する を います。

（ ）自 や自 関 事 に関する

No. 事 ・

7 自 や自 事

に する し

い の

ンター ットを に活用して、

自 や自 事 に する しい

の を します。

8 自 ンペ

ーンの

自 の のた 、自

に する ンペーンを、 と

携を がら します。

9

の

市 を対 に、こころの に する

と の しい と の

を に、

を します。

こころの センター

10 つ 、自

に対する

つ 、自 に対する の

・ を ことで、 相談・

を します。

こころの センター

（ ）自 自 対 の

No. 事 ・

11 自 間と自

対 月間に

る

自 間（ 月 日 日）

や自 対 月間（ 月） のあ

ら る に 活 を い、自

の に する市 の の

を ます。

こころの センター

の す

－ 37 －
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No. 事 ・

12 市自 対

月間に し

た事 の

自 の に する を か

つ に るた 、 市（

、千葉 、 、 川 、

浜市、川 市、千葉市、さいたま市、

相 原市）で ・ 携して、

を します。

こころの センター

No. 分 時 状

2-1 かに だときに 人

や相談窓口に相談する人の

の

60.8

（ 0 年 ）

59

（ 4 年 ）

72.5

（ 8 年 ）

2-2 自 ンペーンの

（ 8 年 ） （ 4 年 ） （ 8 年 ）

－ 38 －
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自 対 の専門家として に自 対 に る人 の確 ・ 、 質の

上を ることは ろ 、 分 に いて生きることの に

っている専門家や を、自 対 に る人 として確 ・ する

ことが 要 ので、 い分 で自 対 や を します。

また、自 や自 事 に する しい を し、自 の を す

サ ンに気 き、 をか 、話を き、必要に応じて専門家につ 、見 る、

ート ーパー の を 人 を します。

（ ）様 な の の

No. 事 ・

13 市 を対 とした

ート ーパー

の

自 の を すサ ンに気 き、

対応を ることができる ート

ーパー の を 人 を す

るた 、 く市 を対 とした ート

ーパー を します。

こころの センター

14 市

を対 とし

た ート ーパー

の

自 の を すサ ンに気 き、

対応を ることができる ート

ーパー の を 人 を す

るた 、市 に

る を対 とした ート

ーパー を します。

こころの センター

15 を対 とした

ート ーパー

の

自 の を すサ ンに気 き、

対応を ることができる ート

ーパー の を 人 を す

るた 、 、中 、

、 の を対 とした ー

ト ーパー を します。

こころの センター

（ ） け スタッ の 向

No. 事 ・

16 かか つ

の 対応 上

日 から するかか つ の に

対し、 つ の 、 、

の専門家との 携方 、

家族からの話や を く の

、対応 上のた の を

します。

自 対 に係る の の向 る

－ 39 －
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No. 事 ・

17 活 事

の の

の 活 事 に対して、

の く や自 族

の を た 、 しい

と の のた の を し

ます。

18 スタッフ

の 質の 上

に る ンタ ス対 を

するた 、 スタッフの 質

上のた の を します。

千葉

センター

（ ） 員の 向

No. 事 ・

19 の

（ No.104）

中生 、 中

相談 、人

、 （人

）、 の の

に いて、いじ やＬ （性

） に する 生 の対応

を 、 の を ま

す。

センター

20 に対する

（ ）

生 と日 している 、

の に対し、 の

し方を えるだ では く、

が した について、 の 人

が気 く を 、 の に

るかについて を いま

す。

センター

（ ） る支援に関 る者の 向

No. 事 ・

21 の家

の

に対し、 生 の さ

を見 さ いた の を し、

生 を する 立てと る

を します。

22 介 専門

の の

介 専門 に対し、 事

事 の を じ、 の

く や自 対 に する の

を ます。

千葉市

23 生 ・

の の

生 ・ 生

に対し、 の く や自 対

に する の を ます。

こころの センター

－ 40 －
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No. 事 ・

24 相談窓口に

る相談 の 質

の 上

生活相談、 相談室の窓口、

、 の 相談窓口、

の相談窓口 の相談

に対し、 の く や、 、

問 、 を原 とした自

に する についての を

ます。

生活センター

用

25 に対する 自 や 族 に に対応する

性の い に対して、

対応 に する の を

ます。

No. 分 時 状

3-1 ート ーパー の

の

131 人

(H29 年 )

464 人

(H30 R3 年

900 人

(H30 R8 年

－ 41 －
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自 対 は、 に る 生きることの 要 （自 の スク要 ） を

らし、 生きることの 要 （自 に対する 要 ） を やすことを

じて、 の自 スクを さ る方 で する必要があ ます。

のた 、 分 に いて、 事 に対し、 生きることの 要 を ら

す を するとと に、 生きることの 要 を やす を する

ことに 、自 の を ます。また、 事 を える のサ

ポート て します。

相談体 の ・ の の

スト スや を える人が に る を に ることができ

る にするた 、生きることの に する を ・ し、 の

を ます。

また、自 の原 と る スト スについて、スト ス要 の軽 、ス

ト ス の 対応 、 の の のた の 、 、 に る

の を します。

（ ）相談 の周

No. 事 ・

26 相談窓口 の分

か やすい

（ No.141）

スト スや に分 した 相談

窓口の について、 ンター ット

を活用して するとと に、

を ・ することに 、相談

、窓口相 の と 携を ます。

こころの センター

27 の に

する窓口の

に する 相談窓口の を

の やホームページに

し、 の生きる に する

を ます。

当事者 の する

－ 42 －
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（ ）相談の多様な の

こころの に関する相談

No. 事 ・

28 こころの電話 こころの に して、専門 に る

を にした電話相談を い、ここ

ろの の を ます。

こころの センター

29 こころと の相談

室

日の 間に相談に ら い方を

対 に、こころの をはじ

やスト スに する対 相談を

します。

30 セ

ンター

毎日 24 時間（電話相談） の

相談、 間 日の の

相談・紹介・ を います。

31 いの の電話 に し、 と ましを

ている方に対し、電話に る相談

を 24 時間 365 日 するとと に、

談や ンター ットに る相談を

します。

千葉いの の電話

32 間・ 日の の

ア相談

仕事や生活 の やスト ス

上の問 に対し、 間・ 日に

用できる電話 Ｎ に る相談を

します。

支援に関する相談

No. 事 ・

33 に対す

る相談・

生活相談に いて、 に

対する相談対応を とと に、

相談を します。

問 に し、ク ジット・サ

金相談、 相談 、専門

性を生かした を します。

生活センター

千葉

34 に る

相談

金 、相 、 に す

る 問 について、 に る

相談を します。

35 人 に する相談 人 が、 、 、

いやがら 、いじ 人 上の 事

の相談に応じます。

男

－ 43 －
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No. 事 ・

36 市 、 、

市 の家

の に対する

相談・

市 、 、

、 年金 、介

、市 の家 を している

方に対し、 の を る

中で、 事 から状 の き を

い、必要に応じて に

る を います。

介

用・経 に関する相談

No. 事 ・

37 ・ に す

る相談・

（ ）

相談室を設 し、 に する

相談に対応するとと に、

と 携し、 るさとハ ー ー

クに る 紹介・ 相談の

を ます。

用

38 中 に

対する相談・

中 の 相談に対応す

る相談事 を き き するとと

に、中 に対する 金 の

を ます。

千葉

千葉市

婦に対する相談・支援

No. 事 ・

39 と 家 に対

する相談・

（ No.102）

てと生 の を 人で い、

を える人が い と

家 を するた 、 や家 、

生活 に する相談に応じるとと

に、 との 携を ます。

こ 家

こ 家

ど ・ 者に関する相談

No. 事 ・

40 いじ に する

相談

生 や からのいじ に

する相談について、 4 時間 で相

談を します。

41 相談の 日 生活や 活 の で、

や を必要とする 生 や

の相談・ の を ます。

センター

－ 44 －
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No. 事 ・

42 や家 に

する相談・

や家 に するあら る問 に

ついて、 談や電話に る相談を

します。

こ 家

こ 家

相談

相談

43 年の や

ごとに する相

談

年の や ごとについて、

談や電話に る相談を します。

年サポートセンタ

ー

44 千葉市 ・若

相談センタ

ー（ k ンク）

に る

（ ）

ニート、 、 きこ 、 の

生活を 上で を えている

や若 から相談を 、 、

、専門 の紹介 、問 の

に た を います。

45 Ｎ を活用した

相談（ Ｎ 相談

）

（ ）

中 、 、中 、

の生 のいじ や

の にこたえるた 、 Ｎ

を活用した 相談を います。

者に対する相談・支援

No. 事 ・

46 に対する相

談・

サー スの や

の家族に対し、相談・ を とと

に、 との 携を ます。

47 あ し アセン

ターに る相談・

（ No.144）

や の家族、 に らす人の

介 に する 、 、 、

や生活に すること に して、

アマ ジ ー、 、

が の専門分 を活かし

いに 携を がら相談・ を

います。

ア

女性に対する相談・支援

No. 事 ・

48 に対する相

談・

（ No.129）

から の の や

を える に対し、

は の専門 が相談を す

るとと に、 サー スの紹介

や必要 につ ます。

－ 45 －
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No. 事 ・

49 ハーモニー相談の

（ No.131）

男 センターに いて、電話

や に 、 性の や につ

いて、 性の専門相談 に る相談・

を います。

男

50 ハーモニー専門相

談の

（ ）

男 センターに いて、 性

の に る専門相談を います。

男

51 性の 事

（ ）

性 の 問 について、

に る電話相談や、 性 に る

相談を すると 時に、 の

を ます。

52 スト ス相談

（ ）

か月、 で、

があ が必要 に対

し、 、 が 相談を

います。

（ ） チ の相談・支援

No. 事 ・

53 相談

問 の

の を るた 、 の

相談や 相談 、

に る 相談 問 を し

ます。

54 生 ・

に る見

活

生 ・ や 生

に る見 や 問活 を じて、

人 らし の や サー

スを必要とする方を するとと に

相談に応じ、必要に応じて サー

スを ら る に します。

また、 生 ・ が に

いて で 活 を できる

、 生 の活 を

サポートします。

千葉市 生

55 生活自立・仕事相

談センターに る

（ ）

生活 に る の自立 の

を るとと に、生活 から し

た人が 生活 に ることの い

、生活に した方の に応じ

た を え、 い がら

します。

－ 46 －
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No. 事 ・

56 きこ

センターに る

（ ）

きこ 状態にある方や の家族

を対 に、電話や 、 問に る相

談・ を い、 や自立を

します。

57 コ ニ ソー

ーク

の

コ ニ ソー ー ーが中

と 、 の が か い の

間にいる人た に い がら

ごとの に た を いま

す。

千葉市

58 千葉市 ・若

相談センタ

ー（ k ンク）

に る

（ ）

ニート、 、 きこ 、 の

生活を 上で を えている

や若 から相談を 、 、

、専門 の紹介 、問 の

に た を います。

（ ） に けるメンタルヘルス対 の

No. 事 ・

59 ンタ ス対

の

に る ンタ ス対 の

を するた 、スト スチェック

や の の の

のた の の を ます。

また、 ンタ スの に

した の を

するた 、 の 問 に

した の の

き の を ます。

千葉

60 ンタ ス対

の

に対し、 に る

の に する 、相談窓

口の設 について を いま

す。

61 ンタ ス対

に る相談の

に る ンタ ス対 に

する相談に応じます。また、

をはじ 、 の く

の や ンタ ス の

見 ンタ ス対 の

について、 する事 問し

します。

千葉

センター

－ 47 －
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No. 事 ・

62 セン

ターに る相

談・

50人 の 事 と こ

で く方を対 に、 に る相

談、 の についての か

らの 見 、 時間 に対する

、 を います。

千葉

センター

（ ） や に ける の の

No. 事 ・

63 の に する 相談 の 事 の 、 の

に するポスターの や ーフ

ットの を とと に、必要

に応じて の に する相談窓口、

する 事 の紹介 を いま

す。

64 と

との 携の

中・ を始 市 の事 が、

の く に する ( ン

タ スに する を ）

を できる 、 く 事

認 の見 しを い、市 事

の認 を する か、 ・

携を することで、 の

ンタ ス対 を します。

65 つ 認

の

（ No.106）

つ や つ 状 の ・

を し、 の を るた 、

での認 を します。

こころの センター

66 つ 事 の

の

（ No.107）

つ を対 に、スト スや

を軽 するた に、 が

え い、 につ がることを と

した ー ークを います。

こころの センター

67 時の

のこころの

アの

、 に の や

活 の を た 、千葉

と で チーム（

）の を します。

また、 に る の生活上の

や に対する中 こころの

ア対 を します。

－ 48 －
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No. 事 ・

68 に る の

く の

の や ごと を

に ・相談できる スクー

ス ー について、 ーフ

ットの や、 問 の

を して、 に ます。

の ンタ スの 上を る

た 、 ンタ ス を開

します。

の で する

ンタ サポート に いて、

のサポート方 について

します。

No. 分 時 状

4-1-1 つで 相談窓口があるこ

とを っている人の の

78.7

（ 0 年 ）

66.0

（ 4 年 ）

85.0

（ 8 年 ）

4-1-2 ンタ スに する

や相談を ら る

のある の の

52.7

（ 8 年 ）

62.4

（ 年 ）

やか

市

ン に

じて設

4-1 気分 ・ に相

する を じてい

る人の の

10.5

（ 8 年）

9.6

（ 年）

やか

市

ン に

じて設

－ 49 －



50 

の

若年 に対しては、 に た を に ことが 要です。 のた

、いじ や の 見・ を るとと に、 や

、 が 携して 生 や若 を見 る を します。

また、 きこ 状態にある方の ・ 年 に る本人や家族の 立

を こと 要です。 のた 、 きこ の 対応 相談・

に る や自立を す を します。

さらに、 の問 に した の相談・ の を します。

（ ） の自 対 に する の

No. 事 ・

69 見・見

の

18 の自 は、 に

する があることから、

から 間中、

の時 にか て、 、中 、

に る 生 の や

の 見・見 の を

します。

70 モ の 生 の ンター ットの

用に する モ ェ

フ タ ン の 対 を

します。

センター

71 の し方に

する の

に いて、 活 、 の

との 間 を活用する

して、 生 が の さを で

きる に ること く、 に い

て する 性のある ・

スト ス の対 方 を に るた

の （ の し方に する

）、 の の に る を

するとと に、 生 の生きること

の 要 を やすことを じて自

対 に する の に た

く を ます。

72 に対する

（ ）

生 と日 している 、

の に対し、 の

し方を えるだ では く、

が した について、 の 人

が気 く を 、 の に

るかについて を います。

センター

－ 50 －
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No. 事 ・

73 生 の

を る

の

や 年 を

活用することに と が 携

して、 生 が を したとき

に、 を ることのできる

人を やすた の を し

ます。

こ 家

74 ット 室 Ｎ を要 とした やト

に き ま い に

を して ット 室を開 しま

す。

年サポートセンタ

ー

（ ） こ 者 の支援

No. 事 ・

75 きこ

センターに る

（ ）

きこ 状態にある方や の家族

を対 に、電話や 、 問に る相

談・ を い、 や自立を

します。

76 の の 生 に対して、 の

ンセ ン ・ 活 や での活

・ に応じた を い、

生活 の を します。

また、 からの につ がる

を するとと に、

に る相談 の を ま

す。

センター

77

の

の 生 、 見・

対応や を た の

・ を るた 、 相談

に る相談・ 、 時 の

を し、 の を

ます。

の 生 と

見・ 対応の の を るた 、

要 対

を開 し、 との 携を

ます。

こ 家

こ 家

相談

相談

－ 51 －
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（ ） のその の支援

No. 事 ・

78 いじ 対 千葉市いじ 本方 に き、

いじ は して さ いことであ

、 の に 、 の で

こ る のであることを

し、 ての がいじ の

をい く して、 に対応する

こと、また の 、いじ の問 を

さ 、 ・ と家 ・

が 携して対 していく きことを

します。

79 家 事 、 、家 が 携して、いじ

を に 見し、 に対応できる

る の を します。

また、 、 との 携を

、 の を

いて、 てに する や を

できる 、 の や、

相談を います。

生

80 生活 帯

・生活 事

の

生活 帯 生活 帯の生

に対し、 に必要

の 上を るた の や の

を います。

81 ータ

ーの

を え、生活 の状

にある や家 に い、生

活・ の を きか る

とと に、 や家 に る

につ ていくコー ー

ターとして、 ーターを

します。

こ 家

82 が市立 ・中・中 に

または 立 ・中 に

市 の で、 に

の方に、 用 を しま

す。

事

－ 52 －
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No. 事 ・

83 かる の 本市の の分 を

とに、 に る 上のた

のアク ン ンを ・ す

るとと に、 や 問 を

して、 に 、 かる

の を 、 に る

の を ます。

84 ア の

（ ）

中 に いて、

・ 自立に て必要 ・

態 や を てます。また、

と 、や や生き に

る とするた 、 に する

や の ア を

す 活 を の と 携

して います。 の事 の

を 、 には 仕事や が

あること、 人 人が自分の さを

しつつ できることを 、

に ア をしていこ とする

を ていきます。

85 ア の

（ 用 ）

中 生を対 に、 の

の つとして認 して ら た 、

や と 携して、 に

や の仕 を ことがで

きる ・ ントを開 します。また、

人 が く ・ の を、

や に します。

用

86 室

（ No.119）

の 設を 用して、 の

の ・ 活 （ ）

を設 、 の 人 の を

て、 や の を

することに 、 た が

の中で、 かに やかに ま る

く を し、生きることの

要 の に ます。

生

87 ・ に す

る相談・

（ ）

相談室を設 し、 に する

相談に対応するとと に、

と 携し、 るさとハ ー ー

クに る 紹介・ 相談の

を ます。

用

－ 53 －
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No. 事 ・

88 Ｎ を活用した

相談（ Ｎ 相談

）

（ ）

中 、 、中 、

の生 のいじ や

の にこたえるた 、 Ｎ

を活用した 相談を います。

89 ットパト ー 年が ンター ットを じた

の ・ に ら い 、

と 携した を

た ットパト ー を しま

す。

年サポートセンタ

ー

90 ン ア ー ン ア ー の のた 、 携

の や認 上を ま

す。

こ 家

No. 分 時 状

4-2-1 の し方に する の

（ 9 年 ） （ 3 年 ） （ 8 年 ）

4-2-2 きこ センターの

39 の の

125 人

（ 9 年 ）

119 人

（ 3 年 ）

150 人

（ 8 年 ）

4-2-3 きこ センターの

問 の

186

（ 9 年 ）

160

（ 3 年 ）

219

（ 8 年 ）

－ 54 －
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支援 する方 の

自 は、 問 、 ・生活問 、人間 の問 の か、 ・ の

方の の 要 と、 の人の性 、家族の状 、 生

が に していると ています。 を えている人が自

に ら い にするた には、 だ では く、 ・

を が 要です。 のた 、 を必要とする方の

性に応じて、 生きることの 要 を らすとと に、 生きることの

要 を やす を します。

（ ） 者 の支援

No. 事 ・

91 介 生活

ニー の

上の に対し、 つ

の を た 本チェック ストを

活用し、 の とに、介

の を います。

ア

92 生活 コー

ーター

日 生活上の が必要 が、

た で生きがいを って

生活を していくた に必要と

る生活 ・介 サー スの

を するた 、生活 コー

ーターが ニー とサー スの

コー ート を い、サー ス

を する事 と 携して

の ・ を ます。

ア

93 ご し

事

や の 帯でご

しが と認 ら る 帯のご し

に る 性を るた 、家 ご

が対 帯から家 ご を

し、ご ス ー ン した

に対して することに

、 の生きるた の に

ます。

－ 55 －
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No. 事 ・

94 え い

問

の

い 、 の生活 サー スや、

サ ン・ 活 を じた の

日中の く を 自

やＮ 人 に対して すること

に 、 の 立の を 、

生きることの 要 の に ま

す。

95 ・

事

の 立 と家族の の 生を

として、 家族の に

必要 用の を することに

、生きることの 要 の に

ます。

（ ） 者 の支援

No. 事 ・

96 生活自立・仕事相

談センターに る

（ ）

生活 に る の自立 の

を るとと に、生活 から し

た人が 生活 に ることの い

、生活に した方の に応じ

た を え、 い がら

します。

97 生活 に

る

生活に っている方に対する相談を

します。また、 の に応じて

必要 を い、 の生活を

するとと に、 の自立を し

ます。

98 確 要

の

の活用

を 確 要 の

を ま い を し、対

が して を できる仕

を するた 、 の を

ます。

また、 用 を対 に、 時に

家 を 用する の

の を します。

99 すまいサポート

（千葉市

相談窓

口）

上の方や のある方、生活

に する方 、 間 の

に の方を するた 、

家 からの相談に応じま

す。

－ 56 －
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No. 事 ・

100 千葉市 るさとハ

ー ーク事 に

る 携

生活 や に対し、自立

相談窓口 の と 携を

がら、 活 の や生活

の活用 、対 の状 に応じた

相談 を います。

用

101 生活 金の から 立・自活に必要 金の

を ら い 帯、日 生活

上介 を要する の する 帯

・ の する

帯に対し、 金の を います。

て、 生 ・ が必要

を ことに 、 帯の自立と

を ます。

千葉市

（ ） の支援

No. 事 ・

102 と 家 に対

する相談・

（ ）

てと生 の を 人で い、

を える人が い と

家 を するた 、 や家 、

生活 に する相談に応じるとと

に、 との 携を ます。

こ 家

こ 家

（ ）ＬＧＢＴ（性的 者） 性 ・性 者 の支援

No. 事 ・

103 Ｌ （性

） の

た の

市 がＬ （性 ）に す

る を ていくことで、 事 が

見や を にした自 に ること

く、自分らしく生活できる

や 活 を に る か、相

談 の に ます。

男

104 の

（ ）

中生 、 中

相談 、人

、 （人

）、 の の

に いて、いじ やＬ （性

） に する 生 の対応

を 、 の を ま

す。

センター
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No. 事 ・

105 性

センター の

性 の 性 の い

のた 、性 セ

ンターの事 の 相談窓口

の を います。

男

（ ） ルコ ル の の対 の

No. 事 ・

106 つ 認

の

（ ）

つ や つ 状 の ・

を し、 の を るた 、

での認 を します。

こころの センター

107 つ 事 の

の

（ ）

つ を対 に、スト スや

を軽 するた に、 が

え い、 につ がることを と

した ー ークを います。

こころの センター

108 家族の

つ い

（ No.114）

（ ）を用いて、

家族としての 方や 気

について、 で え がら、

家族が自分らしく生活することを

する を する か、 や家

族 ー ン を します。

こころの センター

109 の

の

ア コー 、 、

ン について、専門相談や

活 としての を すると

と に、自 ー や家族 との

携に の を いま

す。

こころの センター

110 用 に

る

用 について、 を と

と に、 や との

携を ます。

（ ） の スメン 対

No. 事 ・

111

ンペーン

対 に き

月間である 月

に、 の間に く を す

ることの 要性について自 を し、

と を る で 時間

の に た 活 を し

ます。

千葉
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No. 事 ・

112 が

ている事

の の

から 時間 が る事

に対して を し、

時間 については、

時間を に する すると

と に、 時間 に対しては、

に る 、 確 が

確 に じら る します。

千葉

113 相談 に るいじ ・ がら 、パ

ーハ ス ント、セク ア ハ ス

ント の 問 について、千葉

相談コー ーに いて、専門の

相談 が 、電話で相談に応じ、必

要 、あっ の

の を います。

千葉

（ ） の

No. 事 ・

114 家族の

つ い

（ No.108）

（ ）を用いて、

家族としての 方や 気

について、 で え がら、

家族が自分らしく生活することを

する を する か、 や家

族 ー ン を します。

こころの センター

115 生きがい く の の生きがい く や ・

を さ るた 、いきいき

・センターの を します。ま

た、 人ク や ー人 センタ

ーの を します。

116 あい・いきい

きサ ンの

が生きがいを って、いきいき

と らしてい る 、 が

するサ ン活 を します。

千葉市

117 認 フェ設 認 の人や の家族、 、専

門 が気軽に い、認 に する

相談や ができる いの であ

る認 フェの設 を します。

ア
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No. 事 ・

118 て

設の設

の が相 の を

設を開設し、 てについての相

談、 の 、 の の を

ことに 、 に

の に ます。

119 室

（ ）

の 設を 用して、 の

の ・ 活 （ ）

を設 、 の 人 の を

て、 や の を

することに 、 た が

の中で、 かに やかに ま る

く を し、生きることの

要 の に ます。

生

120 の

く

が ・ に ご 、 やか

に できる にするた 、 で

家 で い、 に いて で

きる 人が見 る の とし

て、 こで こ フェ

ーパークを します。

こ

121 きこ サポー

ト事 （

） 金

きこ の方の と自立を

し、 のた 活 する

に対し、 金を します。

122 の を する と

の と 携 を ます。

こ 家

（ ）自 者 自 の支援

No. 事 ・

123 態の

方 の

からの を し、自

や 族の 態 に るとと

に、 方 について します。

124 自 や の

家族 に対する相

談 の

自 の の自 を た 、

こころの センター に いて自

や の家族 を対 とした相談

に応じるとと に、必要 を

います。

また、 さ た自 に対

し、 相談 を した

ー ・ ーフ ットを します。

こころの センター
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No. 事 ・

125 自 族 の相

談・ の

こころの センターや

センター の に る自

族 の相談・ を します。

こころの センター

126 自 族 事

の

自 （自 ）に って 方を く

さ た方を対 に、 し や し を

と に か あえる を します。

千葉いの の電話

127 自 族 事

の

間 が する 族の自 ー

の 、相談 の 族 の

を します。

128 に対する

ーフ アの

と （事 に る の

を 。）した や の の

い し や を軽 する ーフ

アとして、専門 に る ンセ

ン を します。

こ 家

（ ）女性 の支援

No. 事 ・

129 に対する相

談・

（ ）

から の の や

を える に対し、

は の専門 が相談を す

るとと に、 サー スの紹介

や必要 につ ます。

130 ン パー 中や 、家事や の い

をしてく る人がい い方を対 に、

ホーム パーを し、 の の

話や の を することに

、 の の に ま

す。

131 ハーモニー相談の

（ ）

男 センターに いて、電話

や に 、 性の や につ

いて、 性の専門相談 に る相談・

を います。

男

132 ハーモニー専門相

談の

（ ）

男 センターに いて、 性

の に る専門相談を います。

男
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No. 事 ・

133 性の 事

（ ）

性 の 問 について、

に る電話相談や、 性 に る

相談を すると 時に、 の

を ます。

134 スト ス相談

（ ）

か月、 で、

があ が必要 に対

し、 、 が 相談を

います。

135 性のた のつ

が サポート事

・ 立で を える 性が

との やつ が を することがで

きる 、 性に ったき 細か

相談 を います。

男

136 DV の相談 相談 センターや

センターこ 家 にて、電

話や に る相談 を います。

こ 家

（ ）その の支援

No. 事 ・

137 ホーム アの設

の

市 の の に のた の

ホーム アの設 を 事 に対し

て要 します。

138 ・

の

か た状 や年 を問 、 相

談を に 、 に

つ るた 、 のコー

ートや相談 が から い方の相

談 を まるごとサポート

センター を設 し、 に ・

を します。

139 の相談 の家族 を対 に

についての相談事 を します。

140 千葉

センター の

の ・ に す

るた 、 の中 を

人千葉 セ

ンターの と 、 を

と に センターが している活

の を います。
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No. 分 時 状

4-3-2 に る を 分にと

てい い人の の

25.3

（ 8 年 ）

23.5

（ 3 年 ）

やか

市

ン に

じて設

4-3-3 時間 60 時間 上の

用 の の

11.2

（ 8 年）

9.0

（ 3 年 ）

やか

市

ン に

じて設

4-3-4 あい・いきいきサ ン

の （ 市 ）の

3,651

（ 9 年 ）

1,841

（ 3 年 ）

4,020

（ 8 年 ）

※ 時に設 していた 千葉市生活自立・仕事相談センターの 事 の

については、中間見 し時には していたた 、 を 除しました。
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や を えている人を する人は、 の に いて、対

応に して自ら いつ ら ることがあると ています。 のた 、

自 対 に 事する人をはじ 、 を える人を する家族や 人 を

た に対し、 につ るた の を するとと に、

の を するた の仕 く や 立 を た の を しま

す。

（ ）支援 ・相談 の やす

No. 事 ・

141 相談窓口 の分

か やすい

（ ）

スト スや に分 した 相談

窓口の について、 ンター ット

を活用して するとと に、

を ・ することに 、相談

、窓口相 の と 携を ます。

こころの センター

（ ）自 対 事者 の の の

No. 事 ・

142 スーパー ー

の

市立 ・中 に る 時の対応

やスクー ンセ ーの相談を

するスーパー ーを し、

時 に る 時対応、 対

応を とすることで、 生 の

の ア を スムー に います。

143 ・若 の

ンタ ス

・若 の を対 に ンタ

ス を します。

こころの センター

（ ） 者 の支援

No. 事 ・

144 あ し アセン

ターに る相談・

（ ）

や の家族、 に らす人の

介 に する 、 、 、

や生活に すること に して、

アマ ジ ー、 、

が の専門分 を活かし

いに 携を がら相談・ を

います。

ア

支援者 の する
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No. 事 ・

145 認 相談コ

ー センター

介 や家族 の相談 の

を じて、 の を

ます。

ア

146 認 介 認 についての しい や し方

の や、 の を

することに 、 の

を ます。

ア

147 認 サポーター の 自 や 、 の ま

、 中 に が いて認

についての を し、認

について しい と を につ

た認 サポーターを します。

ア

148 家族介 家族介 の を し、介

の に る介 の軽 を

ます。

149 ア

ー

の家族の や を軽

するた 、 気や 対応につい

て 家族 を

します。

150 ン ア ー ン ア ー の のた 、 携

の や認 上を ま

す。

こ 家

No. 分 時 状

5-1 あ し アセンターの

人

137 人

（ 9 年 ）

149 人

（ 4 年 ）

人口

,000 人あた

に 1 人

（ 8 年 ）
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自 対 は、家 や 、 、 に く しています。

自 対 を するた には、 の 携・ を確 しつ

つ、本市の 性に応じた 性の い を していくことが 要です。

のた 、自 対 に する を ・分 し、 ・ との

・ 携を するとと に、 間 の活 を することに 、本市

に る自 スクを さ る を します。

（ ）関係 関 の に な の

No. 事 ・

151 自 対

センターの設 ・

自 対 センターを設 し、

自 対 に する ・分 ・

、 との 、

間 の を ことに 、

自 に する の を

します。

152 自 対 相談窓口

の開

自 対 に する 相談窓口の

で する 自 対 相談窓口

を に開 し、自 対 に

する相談事 に る事 を

い、 方 に る

を ます。

153 相 の

の

千葉市自 対 、千葉市自

対 を開 し、相談窓

口 で した事 や、

の活 について、相 の

を ます。

154 相談

の

相談窓口に ら た相談 を

するた の ートを し、

活用する を することに 、

相談 の問 に た 携の

を ます。

体の自 スク る

－ 66 －
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（ ） 体 の

No. 事 ・

155 ン ア電話相談

用の

時間電話相談事 を

する市 の 人に対

し、 ン ア電話相談 の

用の を します。

156 間 の の 間 が する自 対

に る ・ 事

を し、ホームページで紹

介します。

No. 分 時 状

6-1 自 対 相談窓口 の開

（ 9 年 ） （ 3 年 ） （ 8 年 ）
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計 の に向け

（ ） 自 対 会

市 の 間 の相 の 携を確 し、自 対 を

かつ に するた 、千葉市自 対 を に開

します。

は、 の か、 、 、 、 、 、 、

の 、 に しています。

（ ） 自 対 会

市の が、自 対 に して の認 を 、 携して

ことができる 、千葉市自 対 を に開 します。

は、 の か、 、 生活、 、 の

に しています。

（ ）

千葉市 自 対 センターに いて ・分 した や、自 対

相談窓口 の中で した事 について、千葉市自 対

や千葉市自 対 に いて相 の を 、

見 を ことに 、 の 携を して自 対 の に

ます。

この に く を に 開するた 、千葉市自 対 に

いて、第 に した生きる の の 状 を確認すると

と に、 に た に対する を います。また、 た

に する対応 について 見を し、 、 と 携し が

ら、対応 を に さ 、この の を っていきます。

計 の 体

計 の 理
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－ 69 －



年 自 対 （ 生 から 用）

計 自 計 の に

に ける の の

自 は、日本に る日本人 日本に る 人の自 と

しているのに対し、人口 態 は日本に る日本人の の自 とし

ている。

の

自 は、 に 自 であると した時 で、自 原

を し 上しているのに対し、人口 態 は自 、 あるいは事

のい か のときは原 の で して 、 日原 が し

て の から自 の があった は、 って自 に

上している。

計 の

自 は、 見 に 上しているのに対して、 人口 態 は、

に 上している。

－ 70 －



第 則

（ ）

第 この は、 年、 が に いて自

に る が い で している

状 にあ 、 自 に い ま ることの

い の を して、こ に対 して

いくことが 要 と っていることに

、自 対 に し、 本 を 、

、 方 の を らかにすると

と に、自 対 の 本と る事 を る

こと に 、自 対 を に して、

自 の を 、あ て自 の 族

の の を 、 って が で生

きがいを って らすことのできる の

に することを とする。

（ 本 ）

第 自 対 は、生きることの

として、 ての人がか がえの い 人と

して さ るとと に、生きる を と

して生きがいや を って らすことがで

きる 、 の と る 要 の に

するた の と を えかつ するた

の の が くかつ に ら

ることを として、 さ ら

い。

自 対 は、自 が 人 問 としての

えら る き のでは く、 の に

要 があることを まえ、

として さ ら い。

自 対 は、自 が かつ 原

を する のであることを まえ、

に からの ら 、自 の

態に して さ る にし

ら い。

自 対 は、自 の事 、自 生の

の対応 自 が 生した は自

が に った の事 対応の に応

じた として さ

ら い。

自 対 は、 、 、 、 、

の の との 携が ら

、 に さ ら い。

（ 方 の ）

第 は、 の 本 （ に いて

本 とい 。）にのっと 、自 対

を に し、 する を す

る。

方 は、 本 にのっと 、自

対 について、 と しつつ、

の状 に応じた を し、 する

を する。

は、 方 に対し、 の が

分に たさ る に必要 の の

を のとする。

（事 の ）

第 事 は、 方 が

する自 対 に するとと に、 の 用

する の の の を るた 必要

を る る のとする。

（ の ）

第 は、生きることの と

しての自 対 の 要性に する と

を る る のとする。

（ の の ）

第 方 は、 活 、

活 を じて、自 対 に する の

を る 必要 を る のと

する。

（自 間 自 対 月間）

第 の間に く自 対 の 要性に

する と を るとと に、自 対

の に するた 、自

間 自 対 月間を設 る。

自 間は 月 日から 月 日ま

でとし、自 対 月間は 月とする。

方 は、自 間に

いては、 活 を く 開する のとし、

に さ しい事 を する る

のとする。

自 対 （ 18 85 ）
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方 は、自 対 月間

に いては、自 対 を 中 に 開する

のとし、 と相 に 携

を がら、相談事 の に

さ しい事 を する る のとす

る。

（ の 携 ）

第 、 方 、 、事 、

（ （ 年 第

号）第 に する をいい、

の を除く。第

第 第 に いて じ。）、自 対

に る活 を 間の の の

は、自 対 の かつ のた

、相 に 携を がら する のと

する。

（ 生活の の ）

第 自 対 の に たっては、自

自 に らの の 族 の

生活の に 分 し、いやしく

こ らを に することの い に

し ら い。

（ 上の ）

第 は、この の を するた

、必要 上 は 上の の の

を じ ら い。

（年 ）

第 は、毎年、 に、 が に

る自 の じた自 対 に する

を し ら い。

第 自 対 自

対

（自 対 ）

第 は、 が す き自 対

の として、 本 かつ 自 対

の （ 第 第 第 号に

いて 自 対 とい 。）を

ら い。

（ 自 対 ）

第 は、自 対

の を して、 の

に る自 対 についての （

に いて 自 対 と

い 。）を る のとする。

市 は、自 対

自 対 に の を して、

市 の に る自 対 につい

ての （ に いて 市 自 対

とい 。）を る のとする。

（ 市 に対する 金の ）

第 は、 自 対 は市

自 対 に いて の状

に応じた自 対 のた に必要 事 、 の

かつ を する

は市 に対し、 事 の に要

する に てるた 、 さ る自 対

の の の事 を して、 生

で るところに 、 の で、

金を することができる。

第 本

（ の の ）

第 方 は、自 対 の

かつ に するた 、自

の 態、自 の 、自 の 族 の

の 方、 の状 に応じた自 対 の

方、自 対 の の状 は の

の についての

に の の活用を するとと に、自

対 について、 に する

の の の 、 を の

とする。

方 は、 の の

かつ に するた の の

を のとする。

（人 の確 ）

第 方 は、 、専

、 との 携 を がら、

自 対 に る人 の確 、 質の

上に必要 を る のとする。

（ の の に る の ）
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第 方 は、 、 、

に る の の の に る

の に相談 の 、

事 、 の に対する の の

の に する の の確 必要

を る のとする。

方 は、 の で

専門 に る のを るに た

っては、 専門 に る

の 性に し ら い。

は、 に する 、生

の 、 の の との 携

を つつ、 に する 、生

に対し、 人がか がえの い 人として

に し い がら生きていくことについ

ての の に する は 、

事態、 い を た に

る対 の仕方を に る のた の

は の に する 、

生 の の の に る は

を る のとする。

（ の ）

第 方 は、 の の

に を生じていることに 自 の

がある に対し必要 が かつ

に さ る 、 を する が

に して を する （

この に いて とい 。）の

を やすい の 、 質かつ

が さ る の 、 の

は についての の の に

る を と との

携の確 、 を と

との 携の確 、 と の

に いて自 対 に る活 を の

の 、 に する専門家、 間の

の との 携の確 必要

を る のとする。

（自 生 のた の の ）

第 方 は、自 をする

性が い を に 見し、相談 の

の自 の 生を するた の 対 を

の に必要 を

る のとする。

（自 の ）

第 方 は、自

が 自 を ることの い 、自

の を た に必要

を る のとする。

（自 の 族 の ）

第 方 は、自 は

自 が自 は自 の 族 に

す が さ る 、

族 の を た に必要

を る のとする。

（ 間 の活 の ）

第 方 は、 間の

が 自 の 、自 の 族 の

に する活 を するた 、 、

上の の の必要 を る のと

する。

第 自 対

（設 事 ）

第 生 に、 の として、

自 対 （ とい 。）を

く。

は、 に る事 をつかさ る。

自 対 の を すること。

自 対 について必要 相

の をすること。

号に る のの か、自 対 に

する 要事 について し、 自

対 の を すること。

（ の ）

第 は、 を って

する。

は、 生 を って てる。

は、 生 の の

から、 生 の に 、

が する を って てる。

に、 事を く。

事は、 の の から、

生 が する。

事は、 の 事 について、

を る。
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に る のの か、 の

に し必要 事 は、 で る。

（必要 の ）

第 に る のの か、

は、自 対 を するにつき、必要

の を る のとする。

則 （ ）

（ 日）

第 この は、 の日から して

月を え い に いて で る日

から する。

則 （ ） 年 第 号

（ 日）

第 この は、 年 月 日か

ら する。ただし、 の 号に る

は、 号に る日から する。

則第 の の日

（自 対 本 の に ）

第 この の の に第

の に る の自 対 本 第

第 の に か ている自

対 は、第 の に る

の自 対 本 第 第 の に

か る自 対 と 、 性

を って する のとする。

則 （ ） 年 第 号

（ 日）

この は、 年 月 日から

する。
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第 自 対 の 本

自 に い ま ることの い の

を す

18年10月に自 対 本 （

本 とい 。）が さ て 、 人の問

と認 さ が であった自 は く

の問 と認 さ る に 、 を て

自 対 が に さ た 、自

は 人 から 人 に する 、

に を上 てきた。しかし、自 は

として毎年 人を える で して 、

さらに 年には コ ス

の で自 の要 と る 問

が したこと に 、 は 11 年

に 年を上 った。 に、 中 生の自

は、自 の が にある中に い

て 、 と って 、 年には

、 年には 番 の に っ

た。この に 事態はいまだ いて 、

して できる状 には い。

自 は、 の くが い ま た末の であ

る。自 の には、 上の問 だ で

く、 、生活 、 や介 、いじ

や ・ 立 の 要 がある

ことが ら ている。このた 、自 対 は、

に る 生きることの 要 （自 の

スク要 ） を らし、 生きることの 要

（自 に対する 要 ）を やすことを

じて、 の自 スクを さ る方

で、対人 の 、 携の 、

の の の に

いて に、かつ らを に する

のとする。

自 は、 の くが い ま た末の であ

ることや、自 対 の本質が生きることの

にあることを て確認し、いの える自

対 とい を に して、 自

に い ま ることの い の を

す。

第 自 の 状と自 対 に る 本

認

自 は、 の くが い ま た末の であ

る

自 は、人が自ら を つ 間 とし

てだ で く、人が を た るを い状

に い ま る セスとして える必要があ

る。自 に る は、 が原 で

に い ら 、自 の が え

ら い状態に ることや、 とのつ が

の や生きていて に立た いとい

から、また、 えら た の きさに

対する から、 状態にまで

い ま てしま と えることができる

からである。

自 に った人の の の 状態を

見ると、 は、 に に

い ら た 、 つ状態にあった 、

つ 、ア コー の を

していた する 、こ らの に

を ことができ い状態と っている

ことが らかに っている。

この に、 人の自 や の

では く、自 は、 の くが い ま た末

の とい ことができる。このことを

で認 する て していく必要があ

る。

年間自 は にあるが、 事態

はいまだ いている

19 年 月、 は、 本 に き、

が す き自 対 の として自

対 （ とい 。）を し、

の で自 対 を に してきた。

に く の の ら 、 方

、 、 間 に る

の 、 本 が 立した 18 年とコ

の 年とで自 を すると、

男性は 38 、 性は 35 と った。しか

し、 で 事態はいまだ いていると

るを い。この間、男性、 に中 年男

自殺 対策 綱 自殺 会
4 10 14 議
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性が き を る状 は ってい い

が、 したと 、 年には コ

ス の で自 の要 と

る 問 が したこと に 、

に 性や 中 生の自 が え、 は

年 に 年を上 った。 年の は

年から した のの、 性の自

は し、 中 生の自 は 番 の

と った。さらに、 が の人口 人

た の自 に る （ 自

とい 。）は の中で く、年間自

として 人を えている。か が

えの い くの が日 、自 に い ま て

いるのである。  
  

コ ス の を

まえた対 の

のつ が が している中で、

コ ス に 人との

が 、 が することで、人と

の いや 用 態を始 とした

が生じている。 の中で 性や ・若

の自 が し、また、自 につ が か

い問 が する 、 の さ

る。しかし がら、 コ ス

の は して 、 の につ

いて確 ことは分かってい い。 こで

き き、 コ ス の自

の について ・分 を 必要が

ある。  
また、 のコ に いて、 分

でＩ が活用さ る状 と った。 の

を生かし、 、 の が生じて

いるか かを問 、 に いて必要

自 対 を することができる 、Ｉ

の活用を する。  
コ ス の では、

に、自 の が いている 性を 、

、 用 、 と や、フ

ー ンス 用 に ら い き方の に

き を えていると えら ることや、

則 生活を いら た 事や 活

が中 や と った すること に る

生 た の まえて対 を じる必

要がある。  
さらに、 コ ス の

態 を る。  
  

の を サ

ク を じて する

が の自 対 が すのは 自 に

い ま ることの い の であ 、

本 に 、 の は が で生きが

いを って らすことのできる の に

すること と た ている。つま 、自

対 を く 、 く として する

こととさ ている。  
また、 本 では、 市 は、

、 の を して、 自 対

を する のとさ ている。あ て、

は、 方 に る 自 対 の

を するた 、自 対 の かつ

に するた の の

の活用 の に する 第 の に

き さ る 人（

人 とい 。）に いて、

市 を自 の 性ごとに し、

の に いて す き自 対 事

をまと た パッ ージを することに

えて、 市 が した パ

ッ ージの 自 対 事 の を分 し、

分 を まえて の パッ ージ

の を ることで、 の い パッ

ージを 方 に することとしてい

る。  
自 対 とは、この にして と 方

が し がら、

サ ク を じて、自 対 を に さ

がら していく である。  
  
第 自 対 の 本方

生きることの として する

の自 スクを さ る

（ とい 。）が 自

は、 の くが ことのできる 問

であると している に、自 は

の で ることのできる であるとい の

が、 の 認 と っている。  
・生活問 、 問 、家 問 、

自 の ・原 と る 要 の 、

、 、 、 時間 の 要

については、 、 の見 しや相談・
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の とい に が

である。また、 問 や家 問 の

見 人の問 と る要 であって 、専門

家 の相談や つ の について

の を し ることに できる

ある。  
自 は の くが い ま た末の であ 、

の くが ことができる 問 であ

るとの 本認 の 、自 対 を、生きること

の として、 の自 スク

を さ るとと に、 人 と の生活を

るとい で 開する のとする。  
この え方は、 人 さ い

で い の を す の

である の と する のである

ことから、自 対 は、 の に

た としての る のである。  
  
生きることの 要 を らし、 要 を

やす

人に いて に いて 、生きること

の 要 （自 に対する 要 ） 生

きることの 要 （自 の スク要 ）が上

ったときに自 スクが く る。 を

、生きることの 要 と る や

、生活 を じ に えていて 、

ての人や の自 スクが に まる

では い。生きることの 要 と る自

や できる人間 、

と して、 要 が上 自 スクは

く 、 方で、 要 が 生きることの

要 を上 自 スクは まら い。  
のた 、自 対 は 生きることの 要

を らす に えて、生きることの

要 を やす を い、 方の を じ

て自 スクを さ る方 で、生きること

の として する必要がある。  
  

との 携を して

に

分 の生きる との 携を す

る

自 は、 問 、 ・生活問 、人間

の問 の か、 ・ のあ 方の

要 と の人の性 、家族の状 、

生 が に して 、自 に い

ま としている人が して生きら る

にして自 を た には、

だ で く、 ・ を

が 要である。また、この

を するた には、 分 の

、人 や が に 携する必要がある。

え 、自 の 性の い人や自

の相談、 に たる ・ に いて

は、 の の原 と る 要 に対する

ら ることから、問 に対応した相

談窓口を紹介できる にする必要がある。ま

た、 ・生活問 の相談窓口 、自

の を すサ ンや の対応方 、 が

ら る の ・ 自 の

を していることが ら る。  
こ した 携の は の 活 を

じて に が つつあ 、また、自 の要

と る生活 、 ・ 立、 、

性 、 きこ 、性 マ 、

の分 に いて の 携の が 開

さ ている。 、 携の を に るた

、 した 分 の生きる にあたる

人 が 自 対 の を っていると

い を することが 要である。  
  

生 の に た や生活

自立 との 携

の 間にある人、 を え自

ら相談に くことが 人 を に い

て に 見し、確 に していくた 、

性を問 い相談 、 く

に た を に

事 の 、 生 の

に た を始 とした との 携を

る。  
生 の に た は、市

での の を ること、

する く として 開すること、状

態が する の 見や に対

応するた の の ット ーク く が

要であること 、自 対 と する 分

が くあ 、 を に ことが 要

である。  
えて、こ した のあ 方は生活

自立 に いて する 分が く、

自 の と る生活 に対してしっか
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と対応していくた には、自 対 の相談窓口

で した生活 を自立相談 の窓口に

つ ことや、自立相談 の窓口で した

自 の 性の い人に対して、自 対 の相

談窓口と して、 を の

を き き ること 、生活 自立

て に 、 か

つ に を 開していくことが 要であ

る。  
  

との 携

自 の 性の い人を に 見し、確

に につ ら る 、かか つ

、 が、 方 と 携し が

ら で して する に て、自

の 性を た にある ・生活の問

、 の問 、家族の問 問 に

かつ に対応するた 、 、

、 の の 性を て、

が サー スを ら

る にする。  
また、 の 性を るた 、

の専門 を、 に する

の 仕 を えていく。  
  

・ 立対 との 携

年 月 日に ・ 立対 の

が まとま 、 の中で、 ・

立は、 事 人の問 では く、 の

に 事 が ・ 立を じ るを

い状 に った のである。 ・ 立は

事 の自 に ら る き問 では く、

に 事 が を家族や 人に相談でき い

があること まえると、 ・ 立は

で対応し ら い問 である。

と自 の問 と の認 が さ た。 ・

立の問 を える 事 や の家族に対する

を っていくことは、自 につ がる

のである。さらには、 ・ 立対 は、

と 間 、 との 携 、自 対

と する。このことから、 ・ 立対

と 携を っていく必要がある。  
  
こ 家 との 携

の自 が を して 、

の自 対 を に することが必要であ

る。 の自 対 を するには、

や 方自 、 間 との 携が

である。 の 中、 ま か

の に て、 に の に立っ

て、 に かつ専 に

として、こ 家 の設立が 年 月

日に さ ていることから、こ 家 と

携を っていく必要がある。  
  

対応の に応じて ごとの対 を

に さ る

対人 ・ 携・ の ごと

の対 を さ る   
自 対 に る の は、 の つの

に分 て え、こ らを に さ

ることで、 に する のとする。  
） 人の問 に 相談 を

対人 の   
）問 を に える人に対して

を た の に る 携

の 携の   
） 、 、 の の や

に る の

事 対応・自 生の 対応・事 対応の

ごとに を じる

また、 の自 対 に る つの の

の は、  
）事 対応 の の について

の 、自 や についての しい

の 自 の 性が い で

対応を こと、  
）自 生の 対応 に こ つつある

自 生の に介 し、自 を 生さ

いこと、  
）事 対応 自 や自 が生じた に

家族や の に える を と

し、 た 自 を 生さ いこと、 して

生 から に 族 に を

こと、

の ごとに を じる必要がある。  
  
自 の事 対応の に での を

する

の相談 や えた問 の を ら

いが えに を ることができ 自 に
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い ま る人が く いことから、 に

いて、 や らしの に したとき、 に

やって を いかの かつ

方 を と 時に、 いときや し

いときには を て いとい ことを

（ の し方に する ）を

する。問 の や対 方 を に ること

ができ 、 が 生きることの 要 （自

に対する 要 ）と 、 で する

問 や、 の の 人として する問 に

対 する 、 フス を に ること

に つ がると えら る。  
また、 の し方に する と て、

立を た の く を してい

く。  
  

と を として する

自 は にで こ る とい 認

を する

年 月に 生 が した

に ると、 の 人に 人が

年 に自 を えたことがある と 答

している 、こ らがコ での であ

ることを して 、自 の問 は の人や

の問 では く、 が 事 と

る 問 と っている。  
自 に い ま るとい は にで

こ る であるが、 に った人の

や が さ にくい があ 、

した や の を ること て、

に った には かに を ること

が であるとい ことが、 の 認

と る に、 き き に を

。  
  
自 や に対する 見を くす

を する

が では や に対する

見が いことから、 を することに

を じる人は く い。 に、自

が い中 年男性は、 の問 を えやす

い上、相談すること の から問

が しが と ている。  
方、 にたいと えている人 、 の中で

は 生きたい とい 気 との間で しく

いて 、 、原 の

自 の を すサ ンを していることが

い。  
ての が、 にいるか し い自

を えている人のサ ンに く気 き、

の専門家につ 、 の を がら

見 ってい る 、 活 、 活 に

でいく。 に いては、

ンタ ス ー（ 月 日）での 活

を じて、 を るとと に、 ンタ

ス の を す。  
また、自 に対する った認 や 見に っ

て、 族 が や しさを らい状

が ら ているだ で く、 に る

族 の の に っていることから、

族 として 、自 に対する 見を

し しい を する 活 に で

いく。  
  
マス ア の自 の

また、マス ア に る自 では、

事 に て自 の を すサ ンや

の対応方 自 に 用 を する

ことに き が ら る 方で、自

の詳細 、 中 は の自

を する 性があることが、自 に

する ン で さ ている。 え

て、ニ ースサ トや Ｎ 、ト ン

を じて自 が に さ るこ

と に 、 した 性が に まるこ

とが さ る。  
このた 、自 に する ン

を まえた の いについて、

やニ ースサ ト、 Ｎ 事 に対して

要 を ってきた。 に してきているが、

として、 の に いて、自 に

する ン に い が見

ら た。 の る や の自 し

つつ、 自 が る 、また自

が Ｎ を じて に さ るこ

とを ことができる 、 は き き、

自 に する ン を した

が る 要 を とと に、マス

ア に る自 が さ るこ

とを する。

、 方 、 、 間 、
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の を 確 し、 の 携・

を する

が の自 対 が の を し

て 自 に い ま ることの い

を するた には、 、 方 、

、 間 、 、 が 携・ し

て を て自 対 を に すること

が必要である。 のた 、 の が

たす き を 確 、 した上で、相 の

携・ の仕 を することが 要であ

る。  
に いては、 方 、 間 の

相談窓口 相談 の える に対応する

や事 を （ 自 対 セ

ンター、 センター、 ）と

の ット ーク を し、 ット ーク

を活用した必要 の が と る

ットフォーム く を する。  
また、 した ットフォームが相 に

するた の ット ーク く

を する。  
自 対 に る 、 方 、

、 間 、 の たす き

は の に えら る。  
  

自 対 を に し、 する を

する は、 が自 対 を するた

に必要 の や 、 する や

に る自 対 の 、 自らが を対

に することが ・ や事

の を 。また、 が に 携・

するた の仕 の や 用を 。  
は、 人に いて、 ての

市 が 自 対 に

き の の 性に応じた自 対 を

するた の を して、 と 方

が し がら、 サ

ク を じて、自 対 を に さ がら

する を する。  
  

方

の状 に応じた を し、 する

を する 方 は、 、 の

を して、 自 対 を する。

人 と の として、 と

携しつつ、 に る の

携・ に がら自 対 を する。  
や 市に設 する 自

対 センターは、い の アマ

ージ ーとして、 人から分

ータ の かつ 確 の を

つつ、 の市 の 自 対 の

・ ・ の を 。また、

自 対 と の とのコー ート を

自 対 の専 を した 専

を設 した する して、自 対 を

く として に することが さ る。  
  

、 、 、 、 、 の

の自 対 に する専門 の や

・ 、自 対 に はし いが

の活 が自 対 に し る

の は、 を て自 対 に

ことの 要性に 、 の活 の

性 に応じて に自 対 に する。  
また、 やニ ースサ ト、 Ｎ

事 は、自らが や の いが人

に える の きさを て認 し、自

に する ン の を まえた

を ことに 、自 対 を するこ

とが さ る。  
  

間

で活 する 間 は、自 を

とする活 の ら 、 、 、 、

、人 、 、 の の する分

での活 いては自 対 に し るとい

ことを して、 の との 携・ の

、 、 方 からの がら、

に自 対 に する。  
  

は、 を 用し 活 を

として、 の 用する の の

の 生 の の確 を ること

に 自 対 に いて 要 を た

ること、スト ス や 問 に る自

は、本人や の家族にとって い

であるだ で く、 として、 の活

や生 性の を たらすことを認 し、
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に自 対 に する。  
  

は、自 の状 や生きることの

としての自 対 の 要性に対する と

を るとと に、自 に い ま ると

い は にで こ る であっ

て、 の には かに を ることが

であるとい ことを し、また、 に

った人の や が さ にくい

まえ、 した や の を る

つつ、自らの の や の人の の

に気 き、 に対 することができる

にする。

自 が の問 であ が事であるこ

とを認 し、 自 に い ま ることの

い の のた 、 に自 対 に

。  
  

自 の 生活の に する

本 第 に いて、自 自

に らの の 族 の 生活の

に 分 し、いやしく こ らを に

することの い にし ら い

と ら ていることを まえ、 、 方

、 間 の自 対 に る は、こ

のことを て認 して自 対 に 。  
  
第 自 対 に る の

第 自 の 状と自 対 に る

本認 第 自 対 の 本方

を まえ、 、 に 中 に ま

ら い として、 本 の の 、

つの 本 が の自 を る 状

を まえて る が ら る に

って、 の を設 する。  
、 の の に たに

必要と る については、 すること

とする。  
また、 の の はあくまで

が 、 中 に ま ら い

であって、 方 に いて こ らに

に 必要があるとい ことでは

い。 方 に いては、 に る自

の 態、 の に応じて必要

を に す きである。  

  
の の を

する

本 に 、 市 は、 、

の を して、 自 対 を

する のとさ ている。あ て、 は、

方 が の状 に応じた を

し、 する を たすた に必要

の の を のとさ ているこ

とを まえて、 は 方 に対して

自 態 フ や 自 対 の パ

ッ ージ を する して、 の

の を する。  
  
（ ） 自 態 フ の

は、 人に いて、 ての

市 の自 の 態を分

した自 態 フ を し、 方

の 自 対 の ・見 しを

する。 生

（ ） 自 対 の パッ ージの

は、 人に いて、

性を したき 細か 対 を だ

自 対 の パッ ージを し、 方

の 自 対 の ・見 しを

する。 生   
  
（ ） 自 対 の ・見 し の

は、 自 態 フ や 自

対 の パッ ージの 、 自 対

ンの に 、 自

対 の ・見 しを する。 生

  
  
（ ） 自 対 ンの

は、 自 対 の に す

る 、 自 対 ンを

する。 生   
  
（ ） 自 対 センター の

は、 や 市に設 する

自 対 センターが、 の市 の自

対 の ・ ・ の
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を ことができる 、 人

に る を じて 自 対 センタ

ーを する。また、 自 対 センタ

ーが 自 対 の として自 対 を

ら る 、 自 対 センター の

設 の 自 対 センター に

る の開 に た を 。 生

  
  
（ ）自 対 の専 の ・専 の

設 の

は、 方 が自 対 と の

とのコー ート を 自 対 の専

を した 専 を設 した する

して、自 対 を く として に

することを す。 生   
  

人 と の気 きと見 を す

年 月、 本 の に 、 の

本 に いて、自 対 が 生きることの

として さ る きことが

記さ るとと に、こ した自 対 の に

ついて の と を るた 、 の

の さ た。また、 方

として 、自 対 に する の

を る 必要 を ることが必要で

あることから、自 間 自 対

月間について さ ている。  
自 に い ま るとい は にで

こ る であるが、 に った人の

や が さ にくい があ 、

した や の を ること て、

自 の問 は の人や だ の問 では

く、 が 事 と る 問 で

あることについて の の を る必要

がある。  
また、自 に対する った認 や 見を

し、 や らしの に った には かに

を ることが であるとい ことの

を することを じて、自分の にいる

か し い自 を えている人の に気

き、 いに い、 を 、話を き、必

要に応じて専門家につ 、見 っていくとい

自 対 に る 人 と の に

ついての が さ る 、 活 、

活 を じた 事 を 開する。  

  
（ ）自 間と自 対 月間の

本 第 に する自 間（ 月

日から 日まで） 自 対 月間（

月）に いて、 、 方 、 、

間 が 携して いの える自 対

とい を に し、自 は、 の

くが い ま た末の である 自 対 とは、

生きることの である とい 認 の

て 活 を する。あ て、

活 に って を るに った を

えた人が必要 を ら る 、

を に する。また、自 間や

自 対 月間について、 の 人に

人 上が いたことがある にすることを

す。 生 、   
  
（ ） 生 の自 対 に する の

に いて、 活 、 の と

の 間 ・ の専門家や自 対

に する を との 携 を

した 生 が の さ・ さを でき

る や、 の し方に する

を た に いて する 性のある

・スト ス の対 方 を に

るた の 、 の しい や

対応を た の の に る を

に するとと に、自 や自 用 が

ら 、 生 の生きることの 要 を

やすことを じて自 対 に する の

に た く を る。

生 の自 は、 に い

があることから、 から

間中、 の時 にか て、 生

の自 の に する の

を した 、 Ｉ スクー で

さ ている やタ ット 末の活用 に

る自 スクの や ッ の の

を した する 、 、中 、

に る 見・見 の

を する。

さらに、 ア ー とと に、

モ を する。 、 、

、   
  
（ ）自 や自 事 に する しい
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の

自 は、 の くが い ま た末の で

ある 自 対 とは、生きることの

である とい 認 を さ ることや、自

や自 事 に する った から

し 人 と の 時の対応

（ ）を るた 、 ンター ッ

ト（スマートフォン、携帯電話 を 。）を

に活用して しい の を する。

生   
また、自 の が いことが さ

ている性 マ について、 や

見 が の にある 要 の つであ

ると えて、 の を する。

、 、 生 、   
自 は、 の くが い ま た末の であ

るが、 の 方で、中には、 気 に

に自 で く る人がいること 、 て

する。 生   
ート ーパーの を じて、自 や自

対 に する しい の を する。

生   
  
（ ） つ についての の

フス ージ の つ状態や つ の

に対する しい の ・ 、

のサポーターの を じた ンタ スの

しい の を ことに 、

・ 相談・ を する。 生

  
  

自 対 の に する を

する

自 や 族の ーに しつつ、

自 対 の に する を

や に すると

と に、 の を自 対 の か

ら し、 に る を やかに

自 対 の に する。  
  
（ ）自 の 態や自 対 の 状 に

する

要 を 自 の原 ・ 、自 に

る を に し、 、 、 、

、 の に る 対応や

の を さ るた の や、自

を 自 の に る に

する を する。 生   
人に いては、自 対

の サ ク の の に必

要 きか を じて、自 対 を

するとと に、必要 ータや

ンスの のた 、 の ン ンに

き 自 ム を

する。 生   
また、 方 、 、 間

が する自 の 態 のた の の

を に生か る 、 の 、

を る。さらに、相談 に さ る

、 態 や対 ・ に た 要

のと ることから、相談 の

分 まえ がら、 し、活用することを

する。 生   
  
（ ） に る の活用

、 方 に る自 対 の 、

立 に するた 、 人に

る自 の 態、自 に する の

自 対 に する の ・ ・分 の

を やかに活用する。 生   

（ ） に する の 、

方 が自 の 態、 の に応

じた対 を 、立 、 できる 、

人に る、自 態 フ

や 自 対 の パッ ージ の必要

の （ 方 の 、 の

事 の を 。）を する。 生

  
  
（ ） ・若 性 の自 につい

ての

に いて、 生 の自 は自 の

いのある事 について、 が つ の

の 本 を い、自 の に 生活

に する要 があると えら る や、

族の要 がある には、 は の設

が を するた の第 を

とした 詳細 を 。   
さらに、 に いては、詳細 の を

し、 生 の自 の や 、
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や を分 し がら、 生 の自 を

方 の を 。 、 生

  
若年 性 の自 対 が と って

いることを まえ、若 、 性 性 マ

の自 や生き らさに する

の を する。 生 、 、

  
  
（ ）コ に る自 についての

年は、 コ ス

の で自 の要 と る 問 が

したこと に 、 や 若年

性 の自 が し、自 の が  
年 に 年を上 った。 の要 としては、

生活の や、 に した 、セン

セー 見 しを た といった自

の 、 からの （ ）、 、

介 、 用問 といった自 につ が か

い問 の が えら るが、 き

き、 の ・ ・分 を る。 生

、 、   
  
（ ） との に る自 の

態

要 を 自 の原 ・ 、自 に

る 、自 の 態の に た

っては、 （ 年 月

日 ）に く、 に ら

た の活用 を

との 性を する。 生   
自 対 センターに る、

に き に設 さ る

方 、 との

の状 に応じた 携、 第 の に

く の ・分 、 の自 の

態 の活用を する。 生   
の を らすことを

とした のた の の

（   ） については、

年 からモ 事 を して 、

方 に いては の自 対

としているところ、モ 事 に

事 を 上 、 を まえて

に た を ていく。 生   
  

（ ） つ の の 態 、

の開 の ア ス ムの開

につ がる

自 対 を する上で必要 つ の

の 態 や の開 を るとと

に、 つ の が に いて に

アが ら る ス ムの開 につ

がる を し、 の について

を る。 生   
  
（ ） の 活用の

や 、 や が する

自 の を始 が

する について、 自 対 の に生

か る にするた を し、 を

する。 、 、 、 生

  
、 方 に る に く自

対 の 、立 に するた 、

人に る自 の 態、自 に する

の とと に、自 対 に する

の ク ータ、 性の い

記 を に ・ ・分 する ンサ

ト 設を し、分 の ・ 方

の を するとと に、 に

る自 の 態、 の に応じた が

ら る 、 方 や 間

が する ータの と の分 の

や の 活用の 、 に る

の の を する。 、

生   
  
（ ） の の を じた

の

日本に いては、 を て自 対 が

に さ た 、自 が 人 から

人 に したところであ 、こ した日

本に る について に し、

自 対 の の を 。 生

  
自 対 に る人 の確 、

質の 上を る

自 対 の専門家として に自 対 に

る人 の確 、 、 質の 上を るこ

とは ろ 、 分 に いて生きること
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の に っている専門家や

を自 対 に る人 として確 、 す

ることが 要と っていることを まえて、

い分 で自 対 や を する。

また、自 や自 事 に する しい

を した 、自 の を すサ ンに気

き、 を 、話を き、必要に応じて専門家

につ 、見 った する、 ート ーパー

の を 人 を する。自 間、

自 対 月間に る 中 を 、

年間を じて く を ることに 、

の 人に 人 上が ート ーパーについ

て いたことがある にすることを す。

また、こ ら の人 の 携を し、

の仕 を する を 人

を する。  
  
（ ） や専 と 携した自 対

の

生きることの として自 対 を

するに たっては、自 対 や自 の ス

ク要 の対応に る人 の確 、

質の 上が 要であることから、 、

、 に する専門家 を する 、

専 、 と 携して自 対

を する。 、 生   
  
（ ）自 対 の 携 を 人 の

に る 、 、 間 、

専門家、 の の ート ーパー の 携を

するた 、 間の 携 を 人 の

を する。 生   
自 スクを えている人に い がら、

に る や専門家 と 携した

を して相談 の自 スクが

するまで の を 人 の を

する。 生   
  
（ ）かか つ の の自 スク

対応 に する 質の 上

つ の は 状が るこ

と く、かか つ の を すること

いことから、 専門とする分 にかか

ら 、 本 を に るた の

に いて、 を必 と

し、 つ を す き ・ 態に

ている。また、生 の を じ、かか

つ の の つ の の と

対応 の 要 を して自

スクを 確に できる の 上 に

に る自 対 や 分 の相談

や に する の を る。 生

  
  
（ ） に対する

生 と日 している 、

の や、 生相談に る の

に対し、 の し方を えるだ では

く、 が を しやすい を え

ることの 要性を え、また、 人が の

を し、 を の に て

につ るか について

を するた 、 に する の ・

に の を 。 に対する

ア 相談を する の 質

上のた の を する。また、自

の が いことが さ ている性 マ

について、 や 見 が の

にある 要 の つであると えて、

の を する。   
  
（ ） スタッフや スタッフの

質の 上

は、 方 が センター、

に る の 問 に する相談

を 上さ るた 、 の スタ

ッフに対する の く や の自

対 についての 質 上のた の を 自

対 センターと して することを

する。 生   
また、 に る ンタ ス対 を

するた 、 スタッフの 質 上のた

の を する。 生   
  
（ ）介 専門 に対する

介 専門 、介 、

の介 事 事 の の を じ、 の

く や自 対 に する の を

る。 生

（ ） 生 ・ の

の見 活 を するた 、 生
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・ に対する の く や自

対 に する についての を する。

生   
  
（ ） 要 に する相談 の 質の

上

生活センター、 方 の

相談窓口、 ・ の 相談

窓口、ハ ー ークの相談窓口 の相談 、

事 の ース ー ー、生活 自立相

談 事 に る に対し、 の自

対 や ンタ スについての しい の

を する。金 、 、 生

、 、   
  
（ ） 族 に対応する の の 質

の 上

、 の で自 に

した に 事する に対して、 族 からの

見 まえつつ、 族 に った

族 の対応 に する の を す

る。 、   
  
（ ） 分 での ート ーパーの

、 、 問 の

問 に する専門家、 、 を

じて の 状態 に する に する

が い 、 かつ 時間 に

する が いことから の 状態 の

に気 く 性のある 、 生 と

日 している 、 の性質上、 ー

ト ーパーとしての が さ る につ

いて、 の自 対 や ンタ スに す

る の に する 、 に

必要 を こと を じ、 ート ーパ

ー の を する。 生 、

  
若 を 、 人 と が、 の人の

に気 いた には ート ーパー

として に することができる 、必要

の を る。 のた 、

に ート ーパー の を す く、

や に る ート ーパー の

の を る。 生 、   
  
（ ）自 対 事 の の アの

方 の や 間 の活 に 事

する人 自 対 事 について、相談

が自 に った て自 対 事

の の を するた の仕 く を

するとと に、 の に する 見を生

かした 方 の を る。また、相談窓口

が する中で、 に相談 が相談 に

い がら に相談にあたることができる

、 相談 に いて、スーパー ー

の を たす専門 の の フォ

ーができる する。 生   
  
（ ）家族や 人、 ート ーパー を た

の

を える だ で く、 を える

を する家族や 人、 ート ーパー を

た が 立 に 、 する

と 携し がら、こ らの家族 に対する

を する。 生   
  
（ ） の開

、 方 が開 する自 対 に

する 人 の 、 質の 上のた の

を するた 、 の開 を する

とと に、 人に る

や 間 の 事 を する。 生

  
  

の を する の と の

く を する

自 の原 と る スト スについ

て、スト ス要 の軽 、スト ス の

対応 の の ・ に えて、

やハ ス ントの対 の

のた の、 、 、 に る

を る。  
  
（ ） に る ンタ ス対 の

が く、仕事と生活を さ 、

で して き ることのできる の

のた 、 の のた の対 に す

る に き、 、 、相談

の 、 間 の活 に対する の

の のた の対 を する。 生

  
また、 に る ンタ ス対 の
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を するた 、 き き、 の の

の のた の の を る

とと に、 生 の に

 年  月に 設さ たスト スチェック

の の を じて、事 に る ン

タ ス対 の る を る。あ て、

スト スチェック の を まえ、 時間

の のチェックの だ では

く、 の人間 や といった質

のチェックの まえて、 の

を っていく きであ 、スト スチェッ

ク を活用した 分 を まえた

に る の 事 の ・ 、

の に対する の を

じて、事 に る ンタ ス対 を

する。 生   
えて、 く人の ンタ ス・ポータ

サ トに いて、 や電話・

ー ・ Ｎ 相談を するとと に、

にある センターに いて、

事 の セ ー、事 の人事

・ スタッフ の 、事 の

問に る若年 や に対す

る ンタ ス の に する を

する。 生   
事 に対しては、 生

が必 し 分で いことから、

センターの 窓口に いて、 問

に ンタ ス を じている

に対する相談対応 を するとと に、 ン

タ ス対 の に対する を

じて、 事 に る ンタ ス

対 を する。 生   
さらに、 き方 （   年
月  日 き方 ）や

・ （ 年 月 日 ）

に き、 ・ の 、 時

間 の 、 の の 、

の を するとと に、

らを さ て に する。 生

、   
また、パ ーハ ス ント対 については、

き き、ポータ サ トや セ ー

を じて、 く に た ・

を とと に、 の の

を る。 生   

さらに、 ての事 に いてパ ーハ ス

ント、セク ア ハ ス ント ・

に するハ ス ントがあっては ら

いとい 方 の 確 や、 の ・ 、相

談窓口の設 の が じら る 、また、

こ らのハ ス ント事 が生じた事 に対

しては、 事 の対応 のた

の が る 用

・ （室）に る の を る。

生   
  
（ ） に る の く の

センター、 に る

の 問 や の にある 問 に

する相談対応 を 上さ るとと に、 の

く に る と

する相談 との 携を する。 生

  
また、 の 設の活 を

することに 、 が する の

く を る。   
さらに、 の の ・ に した

、 が い、 ことので

きる の を る。 土   
に いて が して活 し、

ら る 、 の生きがい のた の

設 を 、 で 生 ・

生活 く を する。   
  
（ ） に る の く の

室や ンセ ン ーム を 開か

た として、 の 相談を

するとと に、スクー ンセ ーやスク

ー ソー ー ー の に

た を る に る相談

の を る。また、相談の に ー

が ら る を するとと に、こ らの

の 質 上のた の を 。さらに、

に いては、 生の の問 ・

に する やニー の を 、 の

を える 生を必要 につ た の

の の を る。   
また、 と が 携して、 生 が

を したときに を ることので
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きる 人を に やすた の を

する。 、 生

さらに、事 としての の 生

対 を する。   
  
（ ） に る の の ア、

生活 の

の は スト ス要 を

えることと るた 、 立 や の アに

えて、生活 の を、

から の に応じて中 に た

ることが必要である。また、 の の

ア 必要である。 のた 、 日本 に

る の の 状態や自 の原 の

対応 の ・ を き き るとと

に、 こで ら た 見を の 対

する。 、 、 生   
日本 電 第 原 事

の について、 のス ージの に

生活 の や に ・ 見

に る スト ス要 を軽 するた 、 、

方 、 間 が 携して、

の見 活 の 立 や の ア、人 相

談の か、生活 の を き

き する。 、 、 、

生   
また、 の アについては、 の の

ア 事 の ・ や の を

るとと に、 の生活上の や に対す

る相談や と専門 の アとの

携 を じ、 た の

き 細か の アを する。 、 生

  
の スクが まる中、

に いて 活 が える

、 年 本 での を まえた

チーム（ ）の

と人 の 、 の

を に る。また、 で活 する

の が 事スト スを

る があるた 、 事スト ス対 を

た の方 について、 方 と

を する との事 の の

を じる。 生   
  

サー スを ら

る にする

自 の 性の い人の 見に 、必

要に応じて につ が ら

ている状 を まえ、こ らの人 が

を確 に ら る

を する。また、必 し につ

だ では対応が し い事 く

いと えら 、 につ がった 、

の人が える 、す 自 の 性を

た にある ・生活の問 、 の問

、家族の問 問 に対して

に対応する必要がある。 のた 、 、

、 の の 性を て、

が サー スを ら

る にする。  
  
（ ） 、 、 の の

性の 上

が る 、 、 に す

る に る を まえつ

つ、 の を た 、 、

、 、 、 の ・

の ット ークの を する。 に、

、 、 の 性を る。

生   
また、 に いて、かか つ の が

つ と した人や に さ

た自 について、生活上の の確認

をする 、 に に につ

るた の 携 分 の相談

につ る 携 の を す

る。 生   
  
（ ） サー スを 人 の

の

かか つ の や が、自

の 性の い人や自 を に

つ とする 、 がこ ら

の 性を まえて確 に対応できる 、

での いを まえた の

の方 を する。 生   
の 事 に対し、

に対する 対 に する を し、

をサポートできる の を

るとと に、 つ の に の い認

の を し、 の に る
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つ の を るた 、 に

に いて専門 に つ の に携 る

に対し を する。 生   
こ らの のサポートを て

が 認 の の る 、

て を るた 、認 事 の

・ 、人 や 携 の 、

での いを まえた の

の方 を する。 生   
また、 の や 対

を するとと に、 についての

の を る。 生   
  
（ ） サー スの 性を

るた の専門 の

が る 、 、 に す

る に る を まえつ

つ、 の を た 、 、

、 、 、 の ・

の ット ークの を する。 に、

、 、 の 性を る。さ

らに、こ らの の 性を るた 、

の専門 を、 に

する の を る。

生   
  
（ ）かか つ の の自 スク

対応 に する 質の 上

つ の は 状が るこ

と く、かか つ の を すること

いことから、 専門とする分 にかか

ら 、 本 を に るた の

に いて、 を必 と

し、 つ を す き ・ 態に

ている。また、生 の を じ、かか

つ の の つ の の と

対応 の 要 を して自

スクを 確に できる の 上 に

に る自 対 や 分 の相談

や に する の を る。

生   
  
（ ） に対する サー

スの の

人とは る モ についての を

、 の の問 に対応できる

専門 や の の に専門 に る

の を する の の

の を する。 生   
に対して た に対応

を し、また のた の人

を確 する。 生   
相談 や市 の の相談に る

の を るとと に、

センターや市 の の に

る との 携の を る。 生

  
さらに、 に る と

との 携を して、 の 家

にあって 、 ての が

サー スを ら る を する。

生

（ ） つ のスク ーニン の

、市 の センター に る 問

や 、 ・ 相談の を

活用することに 、 に る、 つ の

がある人の を する。 生   
に については、 じこ や つ状

態に ることを することが、介 の

から 必要であ 、 の中で生きがい・

を って生活できる く を するこ

とが 要である。このた 、市 が と

って の介 や の のた

の いの の 、 の に

応じた ・ 介 の を

する。 生   
また、 間 い時 の については、

つの を る から、

で の 状態や生活 の を い、

の に る を する。 生

  
生 か月までの のいる ての家 を

問する、 家 問事 （こ に は

事 ）に いて、 て に する必

要 を とと に、 つの

た が必要 家 を した

には、 に つ る。 生   
  
（ ） つ の に るハ ス

ク 対 の

つ の に るハ スク
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に いて、 え 、 に いては

に く 、 金や家族問 との 性

まえて、 を するとと に、

に ・ を た の の 、

の を た 、 、 、 、

、 の ・ の ット

ークの 、自 活 に対する を 。

生   
また、 ・ 年 に いて 問 を

える 、自 を す や のいじ

や に 生き らさを

える については、と 若 の 自

立の さや生活 の生活状 の

要 分に しつつ、 の

、 センター、 、

を た 、 、 、 、 、

の ・ の ット ークの

に や相談 を 用で

きる する 、要 の 見、

介 のた の を する。 生   
  
（ ）が 、 性 に対する

が について、必要に応じ専門 、

アにつ ことができる 、が

相談 センターを中 とした の と

を 。 生   
性 に し からの相談を

に ることができる を する

、 アが できる の を

る。 生   
  

の自 スクを さ る

自 対 は、 に る 生きることの

要 （自 の スク要 ） を らし、 生き

ることの 要 （自 に対する 要 ）を

やすことを じて、 の自 スクを

さ る方 で する必要がある。 のた

、 分 に いて、生きることの 要

を らし、 て 生きることの 要

を やす を する。  
  
（ ） に る相談 の と 、

相談窓口 の分か やすい

方 に る自 対 の相談窓口

を した 用のパンフ ット が、

の対 と る人た のニー に して ・

さ る し、 て の相談窓口が

にとって相談しやすい のに る

の を する。 生   
また、 を える人がいつで こで 相

談でき、 を に ら るた の

ころとして、自 のた の 時間

日の 電話相談を設 し、 て 方

に る電話相談について

（こころの 相談 ）を設 し、

き き 電話相談を 用に するとと に、

間 に る電話相談窓口の を 。さ

らに 相談ニー に対応するた 、 Ｎ

や た コ ニ ー ン ー を活用した

相談事 を し、相談 が必要とすると

きに 対応が と る 仕 の

を る。 生   
電話、 Ｎ を活用した相談について、自

間や自 対 月間 の を え、

く を ることに 、 の 人に

人 上が 電話相談 Ｎ 相談につ

いて いたことがある にすることを す。

生   
さらに、 を必要としている人が に

に る を ることができる

にするた 、 ンター ット（スマートフォン、

携帯電話 を 。）を活用した の仕

や ッ の 、

生きることの に する の 、

を し、 の を する。 生

  
生 の に た として、

の 間にある人、 を え自ら相

談に くことが 人 を に いて

に 見し、確 に していくた 、

と の に る

く を る。 生   
  
（ ） の相談窓口の とセーフ

ット の

問 ム に き、

に対する ンセ ン の 、

セーフ ット の を る。 金 、

、 生   
  
（ ） に対する相談窓口の

に対して の 用
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対 を するとと に、ハ ー ーク の窓

口に いてき 細か 相談を する か、

に した に生じる の 相談

生活上の問 に する相談に対応し、さ

らに 方 との 携を して

の を する。 生   
また、 若 サポートス ー ン に

いて、 の と 携し、若年

の 自立を ・ ・ に

する。 生   
  
（ ） に対する相談事 の

・ と 携し、 の

に した 人事 や中 の を

対 とした相談事 、中 の

相談に対応する相談事 を き き する。

  
また、 に設 している中 活

性 に いて、 上の問 を える中

に対し、窓口に る相談対応や金

との を た 生 の 、

事 生に た を 。   
さらに、 の に の第 の

人 を原則 いことを金 に対して

き き する ていくとと に、

の 人 に ら い を

するた に する ン

の ・ に る。 金 、   
  
（ ） 問 のた の の

日本 ・ と 携しつつ、

日本 センター（ ス）の 問

のた の の の

を る。   
また、 と 携し、 のホ

ームページ を じて、相談事 の の

を る。

（ ） に る 確 、 の

自 の に る 確 の や

の 、 に るホーム ア・

ホーム の の を る。 生 、

土   
また、 の を する

の を るとと に、 から って

いる自 する のある 方 に する

方 見活 を して する。

、 生   
  
（ ）Ｉ を活用した自 対 の

を必要としている人が に

に る を ることができる にするた

、 ンター ット（スマートフォン、携帯電

話 を 。）を活用した の仕 や

ッ の 、

の 、 を する。 生

  
自 は、 の くが い ま た末の で

ある 自 対 とは、生きることの

である とい 認 を さ ることや、自

や自 事 に する った から

し 人 と の 時の対応

（ ）を るた 、 ンター ッ

ト（スマートフォン、携帯電話 を 。）を

に活用して しい の を する。

生

若 は、自 には相談や につ が に

くい がある 方で、 ンター ットや Ｎ

上で自 を の かした 、自 の を

した する あると ている。

のた 、自 の 問や での 活 だ

では く、Ｉ （ ） 活用し

た若 のア ト ーチ を する。 生

  
  
（ ） ンター ット上の自 対 の

Ｎ に る 自 の 、 ンタ

ー ット上の自 の ・ に る に

ついては、 と ンター ット・ホット

ンセンターが を 、また、 とサ

ーパト ー センターがサ ーパト ー を

して に 、 と ンター ッ

ト・ホット ンセンターが、 と

携してサ ト に 除を する 、

自 のた の必要 を じる。   
また、第 に の のある自

の を紹介する の の対応とし

て、 年 のフ タ ン の の対

を する。 、 、   
年が に して ンター ットを
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用できる の に する に く

を し、 に く 本 に 、

年が ンター ットを 用して

を する をできるだ くするた に

フ タ ン の を るとと に、 ンタ

ー ットの 用に する 活

の を 。 、 、

、   
  
（ ） ンター ット上の自 事

中 の対応

ンター ット上の自 事 に対する

・ 対応を して する。   
また、 ンター ットに る自 サ

ト の き の ・ について、

フ タ ン ソフトの 、 に

る自 の を する。 、

  
えて、電 の 人を 中

する き の ・ について、

に る自 の 、 やか

き の 除の 人 相談 を

する。 、   
の の 上 （ 年 月 日

）の ・ を まえ、 に い

ては、 中 の事 について 、 と に

き、事 の に応じて、 す き

質 については 分を い、 に

対 を 。   
  
（ ）介 の の

や日 生活に を す状態の の

介 を軽 するた 、 セン

ター の との 携 の

や介 に対する相談 が に さ る

、相談 に 事する の確 や 質の

上 に し、必要 の に る。

生   
  
（ ） きこ の方 の の

、 、 、 、 の分 の

と 携の で きこ に した第

相談窓口としての を する きこ

センター に いて、本人・家族に対

する からの相談・ を い、 きこ

を する。この か、 セ

ンターや 、 相談 に いて、 や

、 、 に る

相談・ を、本人や家族に対して 。 生

  
  
（ ） や性 ・性 の の

の

は、 の の と人 の

に を え、自 の スク要 と

る。 の 生 から を

た の自立 まで の対 の る

を るた 、市 相談 の相談

を するとと に、 の

を る。 生

また、 を たと る を

見つ たとき に、た ら に 相談

に ・相談ができる 、 相談 対

応 （い はやく） について、毎

年 月の 月間 を中 に、

・ を する。 生   
また、 の で った は、

設 を し自立するに たって、

から を ら い が く、 の

、 を えることが い。 のた 、

の自立 を に るた に、

え や のタ ン で が

ることの い 、 した き き

を 、 えと る の

を る。 生 性 ・性 の

の 軽 のた 、 が必要とする

の や に る の 携を

るとと に、 ンセ ン の や

の に した事 を する。

、 、 生   
また、自 対 との 携を するた 、自

対 に る電話相談事 Ｎ 相談事

を 間 に る の 携を る

とと に、 ン ンでの た

く の を する。 生   
さらに、性 ・性 、 問

を える 性 の を するた 、 人

相談 の と 間 が 携した

ア ト ーチや く の の

を る。 生   
性 ・性 の に いて、

の が い として、
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対 に る と との 携の 分さ

が さ ている。このた 性 ・性 の

を に から、性 ・性

の や に した

を していく。 生   
  
（ ）生活 の の

を える生活 の中に自

スクを えている人が く い を ま

えて、生活 自立 に く自立相談

事 に いて を とと に、

自 対 に る と に 携し、

かつ を 。また、 の

で した 携が 、 携の

の や自 対 の相談窓口を た

生活 を必要 につ るた の方

を する 、 携の を

する。 生    
さらに、 の相談 を対 に、 ース

を の を い、生活 自立

に る の 携 に し

た の相談 を活用する して、自 対

と生活 自立 の 性を るた

の仕 を する。 生

（ ） と 家 に対する相談窓口の

てと生 の を 人で い、

を えている人が い と 家 を す

るた 、 方 の と 家 の相談窓

口に、 ・ 自立 に え、

専門 の を 、 て・生活に する

から に する まで、 ンストッ で

相談に応じるとと に、必要に応じて、 の

につ ることに 、 ・

を する。 生   
  
（ ）性 マ の の

・ 方 は の や 設の人

相談 に いて相談に応じる。人 相談 で、

性 マ に する がら の人

の いのある事 を認 した は、人

事 として を い、事 に応じた

を じる。   
性 マ は、 や の や

見 の 要 に って自 を える

こと あ 、 に いて、本人の く、

の人の性 ・性自認に する を第

に すること（ア ン ） 問 に

っていることから、性 マ に する

しい を く に するとと に、

に る 相談の を す。

  
性 ・性自認を とした の 、

つ が が 方 の相談 として、

時間 日 の電話相談窓口（ い

ホット ン）を設 するとと に、必要に応

じて 相談や を して

につ る い を 。 生   
性 ・性自認に する や、

の を に性 ・性自認 の

人 を の に することが

に るパ ーハ ス ントに し る

こと、 に るセク ア ハ ス ント

は相 の性 ・性自認にかか ら し

ること について、 き きパンフ ット

を活用して を 。 の 、 用

についての事 パンフ ットに 性

マ の方 の人を 除し い

を記 し する。 生   
  
（ ）相談の の確 、ア ト ーチ

の

や 方 、 間 に る相談事

に いて、 の 性 に 電話や対 に

る相談が であって 、 相

談ができる 、 、 ー 、 Ｎ の

の の確 を る。 生

方 に る を する 、

に対する Ｎ を活用した相談 の

を る。   
性 ・性 、 問 を え

る 性 の を するた 、 人相談

の と 間 が 携したア ト

ーチや く の の を る。

生   
若 は、自 には相談や につ が に

くい がある 方で、 ンター ットや Ｎ

上で自 を の かした 、自 の を

した する あると ている。

のた 、自 の 問や での 活 だ

では く、Ｉ （ ） 活用し

た若 のア ト ーチ を する。
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生   
  
（ ） の 携に必要 の仕

の

に る え に る生きること

の を に える にするた 、

相談 本人の を しつつ、 携

のた 必要 相談 に る を すること

ができる 、 の 携に必要

の仕 に る 事 を し、 方

に する。 生

また、自 の 性の い人や自

の に して、生活 自立 に

る の活用 、 人 の

いに する の を する。 生

  
  
（ ）自 対 に する く の

生き らさを えた人や自 が い若

、 と ・ した や して

を した中 年男性、性 マ

の方 、 立の スクを える のある人

が、 立する に、 とつ が 、 につ

がる 、 ン ンでの て、

立を た の く を する。

生 、   
相談 が える問 を に して 生

きることの 要 （自 の スク要 ）を

らす と、相談 の自 を

て 生きることの 要 （自 の 要 ）

を やす 活 を じた とを さ

た 生きる を する。 生   
  
（ ） に対する の き の

に 自 を るた 、

の自 の きの 自 対 を

するた に ア に って らい

たい （ ） 自 対 を

するた に と ・

に って らいたい （ ）を

に し、 らを する 要

する。また、 の が自 に し

た自 に する ン の活用を

る。 生   
マス アに る自 に する

、自 の や の に す

る を とと に、 ェ （

が自 を さ る ）を た の

や、パパ ー （ が自 を する

）を るた の や に る い

について、 やニ ースサ ト

Ｎ 事 と して を ていくた

の を する。 生   
  
（ ）自 対 に する の

の 見 を が の自 対 に活

用す く、 の自 対 との

を する。 生   
日本に いては、 を て自 対 が

に さ た 、自 が 人 から

人 に したところであ 、こ した日

本に る について に し、

自 対 の の を 。 生

  

自 の の自 を

に さ た自 の

ースマ ジ ントの 、

と 方 の 携に る自 の

、 で 開さ た

の の を まえて、自 の

の自 を た の対 を する。

また、自 を える家族や の

を する。  
  
（ ） の自 の を

の

自 の を た には、

に さ た自 に

て は につ 、 に

に介 する か、対応 の事 や

の 事 の を じて、 の

自 の対応 を る と る

が必要であ 、こ らの に対する

を するとと に、モ の 開

を る。 生   
かか つ の や が、自

の 性の い人や自 を に

つ とする 、 がこ ら

の 性を まえて確 に対応できる 、

での いを まえた の
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の方 を する。 生

（ ） に る に る

の

の を るとと に、

センター に の

事 を する して、 を

た自 の アの必要性を

し、必要に応じて に る や

事 に る アが ら る

の を る。 生   
また、自 に対する 確 を

た 、自 の と アに する

ンについて、 の

を じて を る。 生   
  
（ ） と の 携 に る

の

が る 、 、 に す

る に る を まえつ

つ、 の を た 、 、

、 、 、 の ・

の ット ークの を する。

と 方 が自 の を 携し

て ことに 、 の い かつ

自 を する。また、自

の 性の い人や自 の に し

て、生活 自立 に る

の活用 、 人 の いに する

の を する。さらに、この 携を

するた 、 の専門 を、

に する の を る。 生

  
また、 に いて、かか つ の が

つ と した人や に さ

た自 について、生活上の の確認

をする 、 に に につ

るた の 携 分 の相談

につ る 携 の を す

る。 生   
自 は、 の自 を る 性が

いこと、また、自 対 を じる上で、 の原

の や が必要であることから、自

から ら た 態を分 し、 自 対

につ るた 、 で ータ ース する

を ていく。 生   

  
（ ） く との に る

生き らさを えた人や自 が い若

、 と ・ した や して

を した中 年男性、性 マ

の方 、 立の スクを える のある人

が、 立する に、 とつ が 、 につ

がる 、 ン ンでの て、

立を た の く を する。

生 、   
相談 が える問 を に して 生

きることの 要 （自 の スク要 ）を

らす と、相談 の自 を

て 生きることの 要 （自 の 要 ）

を やす 活 を じた とを さ

た 生きる を する。 生

  
  
（ ）家族 の に対する

自 の原 と る 要 に する 相

談 との ット ークを することに

センターや の に

る自 に対する相談 を するとと

に、 の を た 、

、 、 、 、 の ・

の ット ークを する

アができる の を ること

に 、 の家族や 人 の

に る見 の を する。 生   
また、 の に いて、家族 の

を た自 本人の自 や

つ 、自 の家族自 の つや自

が したとの があることを まえ、

自 の日 としての家族や

人 、自 のことで でいる家族や

人 の えに たいと える を対 とした

を開 するとと に、 人を えるた

の ス を る を して

に 開し、自 間や自 対 月間

の を えて を 。 生   
  
（ ） 、 での事 対応の

、 で自 や自 を した

に、 の の の人 に対する

アが 確に る 自 の に

る対応マニ ア や の の
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の に 、 事 対応を す。

、 生   
また、 に いては、自 に った事

について に る に た

の を す。   
  

さ た人 の を する

本 では、 の に いて、自 対

の に 、自 の を ること

とと に、自 の 族 の の を る

ことが ら ている。自 に さ た人

に対する を とと に、

こで 、 を た必要 を

ることができる を する 、

を する。また、 族の自 ー

の に る活 を する。  
  
（ ） 族の自 ー の

に る 族の自 ー の 、

相談 の 族 の を するとと に、

センターや の に

る 族 の相談 を する。 生   
  
（ ） 、 での事 対応の

、 で自 があった に、 の

の の人 に対する アが 確に

る 自 の に る対応マニ ア

や の の の を い、

族の を く を設 る に 族 の

を に確認しつつ、 族 に った

事 対応を す。 、 生   
  
（ ） 族 の ニー に対する

の

族 が こで 、 を た必

要 を ることができる 、

人を中 に 。また、 族

が ニー を つ 性があること

を まえ、必要に応じて 立つ を に

ることができる 、 の と

、 に する 、自 ー

の活 、 間 方 の相談

窓口 の 必要 を したパンフ ット

の と、 族 と する の い

での を する 、自 や 族の

ーに しつつ、 族 が必要とする

に る を する。 生

  
族 が必要とする 族の自 ー の

や 上の 問 の 事

をと まと 生きることの

として さ た 自 族 を えるた に

の き （ 年 月）の

活用を するとと に、必要 見 しや

の を 。 生   
  
（ ） 族 に対応する の の 質

の 上

、 の で自 に

した に 事する に対して、 族 からの

見 まえつつ、 族 に った

族 の対応 に する の を す

る。 、   
  
（ ） の

に る の 活 の 、

や の の相談 の を する

とと に、 生 と日 から する の

い の を中 に、スクー ンセ

ーやスクー ソー ー ー、 相談 、

センターや の に

る に する相談 を する。

、 生   
に対する ア 相談を す

る の 質 上のた の を する。

  
また、 の中には、 アを要する家族がい

る 、自 が ン ア ーと ら るを

い 性があるが、 した に

サポートに えて や介 を た を

ら る 、 の や を

する。 生   
  

間 との 携を する

の自 対 に いて、 間 は

に 要 を っている。しかし、 く

の 間 が、 や人 、 金確

の で を えている。 した 状を

まえ、 年 月、 本 の に 、

方 は、 間 の活 を

するた 、 、 上の の の必要

を る のとするとさ た。  
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（ ） 間 の人 に対する

間 に る相談の い や 携

を すコー ーターの を する。

生   
活 分 ごとの ート ーパー のた の

の開 や の開 、

の に 、 間 に る人

を する。 生   
  
（ ） に る 携 の確立

に いて、自 対 を っている

、 間 の 携 の確立を

すとと に、 携 が に する

事 に する の を 。 生

  
ト の とと に自 の

の事 や の 携 に す

るた 、ト に スクの い （

、 ）の の

のた の見 ット ークの を す

る。   
  
（ ） 間 の相談事 に対する

間 に る自 対 を とした相談事

に対する を き き する。 生

  
また、相談 の人 に必要

を の を き き する。 生

  
間 に る電話相談窓口の を と

と に、 相談ニー に対応するた 、

Ｎ や た コ ニ ー ン ー を活用

した相談事 を し、相談 が必要とす

るときに 対応が と る 仕

の を る。 生   
  
（ ） 間 の ・ や自

に る に対する

に る を するた 、

間 の する ・ 自 対 や

を する。 生   
また、 間 が ・ 自 対

に やすく る 、必要

の を 。 生

自 に る 間 を する。

生   
  

・若 の自 対 を に する

が の自 は、 年、 としては

にある のの、 中 生の自 は

えて 、 年には 中 生の自 が

番 の と った。また、若年 の

に る自 の は く、若年 の自 対

が と っている。さらに、 本 に

に る の し方に する の が

ま ていること から、 に若 の自

対 を に する。  
を必要とする若 が い 、 の

を くとることは 要であるが、 フス

ージ（ の ）や立 （ や と

のつ が の ）ごとに か ている状

は って 、自 に い ま ている事

っていることから、 の の

か ている状 に った を することが

必要である。  
  
（ ）いじ を にした の自 の

いじ 対 、いじ の に

する 本 方 （ 年 月 日

） に る を すると

と に、いじ は して さ いことであ 、

の に 、 の で こ る

のであることを し、 ての

がいじ の をい く して、 に

対応すること、また の 、いじ の問 を

さ 、 ・ と家 ・ が 携し

て対 していく きことを する。

  
がいつで や を ら

る 時間の （  時間

）に るいじ の問

に する電話相談 について 方 を

するとと に、 、 、家 が 携し

て、いじ を に 見し、 に対応できる

る の を する。また、 方

に る を する 、 に

対する Ｎ を活用した相談 の を る。

  
また、 の人 が のや と

を じて の に の

人 ニ ター の の人 を
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る を き き する。   
いじ が人に える の きさ の を

すた 、いじ を た のある人やいじ

を に自 で く った を つ 族 の

談 を、 に いて、 や

が く を設 る る。   
  
（ ） 生・生 の の

生 の自 は、 に い

があることから、 から

間中、 の時 にか て、 生

の自 の に する の

を した 、 Ｉ スクー で

さ ている やタ ット 末の活用 に

る自 スクの や ッ の の

を した する 、 、中 、

に る 見・見 の

を する。   
室や ンセ ン ーム を 開か

た として、 の 相談を

するとと に、スクー ンセ ーやスク

ー ソー ー ー の に

た を る に る相談

の を る。また、相談の に ー

が ら る を するとと に、こ らの

の 質 上のた の を 。さらに、

に いては、 生の の問 ・

に する やニー の を 、 の

を える 生を必要 につ た の

の の を る。

  
生 の の 見や、 生

の自 の 態 について、Ｉ ー の活

用を じた を する。   
自 スクが い がいる 、 か

つ に対応できる 、 の自 に

対応していくチームとして 、 、

方 の自 対 、 相談 、

設、 、 の

の が 携して の自 対 にあ

たることができる仕 の設 や に する

を とと に、自 スクが い

の 対応について が専門家や

相談を える を す

る。 生 、   
いじ 対 、いじ の に

する 本 方 に る を する

とと に、いじ は して さ いことであ

、 の に 、 の で こ る

のであることを し、 ての

がいじ の をい く して、 に

対応すること、また の 、いじ の問 を

さ 、 ・ と家 ・ が 携し

て対 していく きことを する。

  
がいつで や を ら

る 時間の （  時間

）に るいじ の問

に する電話相談 について 方 を

するとと に、 、 、家 が 携し

て、いじ を に 見し、 に対応できる

る の を する。また、 方

に る を する 、 に

対する Ｎ を活用した相談 の を る。

  
また、 の人 が のや と

を じて の に の

人 ニ ター の の人 を

る を き き する。   
の の について、

に る の確 を た からの

につ がる を、 間 を

た と 携し がら するとと に、

に る相談 の を る。

  
中 につい

て、中 、 の状 に する 態の

に 、ハ ー ーク、 若

サポートス ー ン、 の が

携 し、 を 。 、

生   
  
（ ） の し方に する の

に いて、 活 、 の と

の 間 ・ の専門家や自 対

に する を との 携 を

した 生 が の さ・ さを でき

る や、 の し方に する

を た に いて する 性のある

・スト ス の対 方 を に

るた の 、 の しい や

対応を た の の に る を
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に するとと に、自 や自 用 が

ら 、 生 の生きることの 要 を

やすことを じて自 対 に する の

に た く を る。

  
生 と日 している 、

の や、 生相談に る の

に対し、 の し方を えるだ では

く、 が を しやすい を え

ることの 要性を え、また、 人が の

を し、 を の に て

につ るか について

を するた 、 に する の ・

に の を 。 に対する

ア 相談を する の 質

上のた の を する。また、自

の が いことが さ ている性 マ

について、 や 見 が の

にある 要 の つであると えて、

の を する。   
  
（ ） の の

の状 にある が える 問

が自 の スク要 と か いた 、

の 対 の に する に き

さ る と自 対 との 携を る。

、 生   
生活 自立 に く、生活

帯の を対 に、 や く

に え、生活 ・ の に する

を ・生活 事 を するとと

に、 との ・ に や

で 状 に か る と 家 の

を対 に、 相談を いつつ、 本

生活 の や を く

を する。 生   
は、 の の と人 の

に を える。 の 生

から を た の自立 まで の

対 の る を るた 、市

相談 の相談 を するとと に、

の を る。 生   
また、 の で った は、

設 を し自立するに たって、

から を ら い が く、 の

、 を えることが い。 のた 、

の自立 を に るた に、

え や のタ ン で が

ることの い 、 した き き

を 、 えと る の

を る。 生   
  
（ ）若 の の

若 サポートス ー ン に いて、

の と 携し、若年 の

自立を ・ ・ に する。

生   
、 、 、 、 の分 の

と 携の で きこ に した第

相談窓口としての を する きこ

センター に いて、本人・家族に対

する からの相談・ を い、 きこ

を する。この か、 セ

ンターや 、 相談 に いて、 や

、 、 に る

相談・ を、本人や家族に対して 。 生

性 ・性 の の 軽 の

た 、 が必要とする の や

に る の 携を るとと に、 ン

セ ン の や の に した

事 を する。 、 、 生

  
また、自 対 との 携を するた 、自

対 に る電話相談事 Ｎ 相談事

を 間 に る の 携を る

とと に、 ン ンでの た

く の を する。 生   
さらに、性 ・性 、 問

を える 性 の を するた 、 人相

談 の と 間 が 携したア

ト ーチや く の の を

る。 生   
・ 年 に いて 問 を える

、自 を す や に

生き らさを える について、

の 、 センター、

、 を た 、 、 、

、 の ・ の ット

ークの に や相談 を

用できる する 、 の

見、 介 のた の を する。 生
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（ ）若 の 性に応じた の

若 は、自 には相談や につ が に

くい がある 方で、 ンター ットや Ｎ

上で自 を の かした 、自 の を

した する あると ている。

のた 、自 の 問や での 活 だ

では く、Ｉ （ ） 活用し

た若 のア ト ーチ を する。 生

  
を必要としている人が に

に る を ることができる にするた

、 ンター ット（スマートフォン、携帯電

話 を 。）を活用した の仕 や

ッ の 、

の 、 を する。 生

  
若年 の自 対 が と っていることを

まえ、若 の自 や生き らさに する

の を する。 生   
  
（ ） 人 の

若 は、 の相談窓口では く、 人

つ が で、 人 の に相談する

があると ている。また、 を

ら 、相談を た が、対応に

して自ら い ら ていた 、

を えていた する 性がある。 のた 、

間 の活 に 事する人や、 を える

を する家族や 人、 ート ーパー を

た 自 対 事 について、

相談 が自 に った て の

を するた の仕 く を すると

と に、 の に する 見を生かした

方 の を る。 生   
  
（ ） ・若 の自 対 を するた

の

年 月 日に設立が さ ているこ

家 と 携し、 の として

・若 の自 対 を に するた 、

・若 の自 対 を するた の

を する。 生 、   
  

問 に る自 対 を に する

  
（ ） 時間 の

時間 の については、 き方 を

するた の の に する

（   年 第  号）に る の

に いて、事 で 用 と

が 第 第 に く

を に、 時間を えて

に ることが 時間 の

を、原則として月 時間かつ年 時間と

し、 時 の事 が こ を え

ることはでき いこととすること を とす

る 則 きの時間 の上 を し

た。 生   
また、 時間の 日の を

のとするた 、 に を設

、 たに、 第  第 の

で る 時間の 日の につ

いて す き事 に する （   
年 生 第 号）を た。 生

  
こ らを まえ、い る ・ 自

を するた 、 に る の

に 、 時間 が ている事 に

対する の に

る を き き していくとと に、

こ らの が に さ る 、 き方

センターや に

いて、相談・ を 。 生   
また、 く が生活時間や 時間を確 し、

生活を るた 、 間 ンター

の を る。 生   
えて、 時間の を するた

、 時間の のた に 用 が

き に する ン の を

。 生

コ で だ ークの 用を

、 の ンタ ス対 を に す

る。 生   
さらに、 が く、仕事と生活を

さ 、 で して き ることのできる

の のた 、 の のた の対

に する に き、 、 、

相談 の 、 間 の活 に対する

の の のた の対 を する。

生   
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している ・ を 方につい

ては、 ・ の に する ン

の を 。 生   
  
（ ） に る ンタ ス対 の

が く、仕事と生活を さ 、

で して き ることのできる の

のた 、 の のた の対 に す

る に き、 、 、相談

の 、 間 の活 に対する の

の のた の対 を する。 生

  
また、 に る ンタ ス対 の

を するた 、 き き、 の の

の のた の の を る

とと に、 生 の に

 年  月に 設さ たスト スチェック

の の を じて、事 に る ン

タ ス対 の る を る。あ て、

スト スチェック の を まえ、 時間

の のチェックの だ では

く、 の人間 や といった質

のチェックの まえて、 の

を っていく きであ 、スト スチェッ

ク を活用した 分 を まえた

に る の 事 の ・ 、

の に対する の を

じて、事 に る ンタ ス対 を

する。 生   
えて、 く人の ンタ ス・ポータ

サ トに いて、 や電話・

ー ・ Ｎ 相談を するとと に、

にある センターに いて、

事 の セ ー、事 の人事

・ スタッフ の 、事 の

問に る若年 や に対す

る ンタ ス の に する を

する。 生   
事 に対しては、 生

が必 し 分で いことから、

センターの 窓口に いて、 問

に ンタ ス を じている

に対する相談対応 を するとと に、 ン

タ ス対 の に対する を

じて、 事 に る ンタ ス

対 を する。 生   

また、 き方 や ・

に き、 ・ の 、

時間 の 、 の の 、

の を するとと に、

らを さ て に する。

、 生   

（ ）ハ ス ント 対

パ ーハ ス ント対 については、 き

き、ポータ サ トや セ ー を

じて、 く に た ・ を

とと に、 の の を

る。 生   
さらに、 ての事 に いてパ ーハ ス

ント、セク ア ハ ス ント ・

に するハ ス ントがあっては ら

いとい 方 の 確 や、 の ・ 、相

談窓口の設 の が じら る 、また、

こ らのハ ス ント事 が生じた事 に対

しては、 事 の対応 のた

の が る 用

・ （室）に る の を る。

生   
  

性の自 対 を に する

が の自 は、 年、 としては

にある のの、 性の自 は

年に 年 に し、 年 に 年

を上 った。 性の自 対 は、 の

を始 、 性 の まえ、 じてい

く必要がある。  
  
（ ） の の

に ・

や を えた若年 が、相談 を

ら る にする を 、性と

の相談センター事 に 、 の方や

をした方 の を する。

生   
から の に が必要 、

を に に った といった

の の を るた 、

の 携を し、 や に

対する を る。 生   
また、 間 い時 の については、

つの を る から、
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で の 状態や生活 の を い、

の に る を する。 生

  
生 か月までの のいる ての家 を

問する、 家 問事 （こ に は

事 ）に いて、 て に する必

要 を とと に、 つの

た が必要 家 を した

には、 に つ る。 生

  
に の は を える

に対しては、 の に対して

の アや のサポート を い、

して てができる を確 する。 生

（ ）コ で した を まえた

性

や を を った方 の として、ハ

ー ークに る 用 に対す

る相談 や、マ ー ハ ー ーク事 とし

て、 て中の 性 を対 にき 細か

を する。 生   
コ に いて 性の 用問 が し、

が 分に いてい い状 があると

の を まえ、コ に ら 日 から、

が している 用に する の

方 て、 問 を える

方 に必要 が 分に き る に

を する。 生   
からの の相談 が で

していること まえ、 ニー に対応

できる相談 の を る 、

の る を る。   
また、 コ スの に る

ま い ・ 立で を える 性や

に する 性を始 ・ を

える 性に ったき 細かい相談 の

方 に る を する。   
  
（ ） 問 を える 性 の

性 ・性 、 問 を え

る 性 の を するた 、 人相談

の と 間 が 携したア ト

ーチや く の の を る。

生   

、 年 月から 問 を え

る 性 の に する が さ るこ

と まえ、 する 問 を え

る 性 の のた の に する 本

方 に き、必要 を する。 生

  
  
第 自 対 の

年 月、 本 の に 、

自 に い ま ることの い の を

して対 していくことが 要 であると

さ た。したがって、 に す きは

した の であるが、 に いて、

の として、 の の まで

さ ることを し、 年までに、自

を 年と て 上 さ

ることとさ た。本 に いて 、 き

き、 の を設 することとする。  
、できるだ に を できる

る のとし、 が さ た は、

の見 し 間にかか ら 、 のあ 方

て を見 す のとする。  

） の自 は、   
の に ると、

（ ）、フ ンス （ ）、

（ ）、 （ ）、

（ ）、 タ ア （ ）と って 、

日本に いては （ ）である。  
年の自 は であ 、

を 上 さ ると と る。

が の 人口は、 立 ・人口問

の中 （ 年 ）に ると、

年には 人に ると見 ま

て 、 を するた には自 は

人 と る必要がある。  
  
第

に る

に く を かつ に

するた 、自 対 を中 に、必要に

応じて の に る を に開

する して、 生 の ー ー ッ

の に 相 の 携・ を

るとと に、 相 間の 分 を る。  
さらに、 の事 が か ている 生
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に いて、 が 対 を 、

するとと に、 自 対

ンの を し、 方 の

自 対 の 見 しを し、

を て 自 対 を していく。

事 の 生時 の を するとと

に、 を に開 し、

に対応する。  
また、 を て自 対 が さ る 、

、 方 、 、 間 が

携・ するた の仕 を設 る。  
さらに、 、 、 、 、 、男

、 、 、 年

、 、 、 生 、

生活 の の する

分 と に 携しつつ、 を する。  
また、 人は、 が 携

して自 対 の サ ク に た

の として、 に え、

、 、応用 の か

ら、 が サ ク を すた の

ンスに く を い、 て

の を する から、 間 を

自 の の ・

の が に応じて た の

や仕 く （人 ）を 。  
  

に る 自 対 の

自 対 は、家 や 、 、

に く して 、 自 対

を するた には、 の の

携・ を確 しつつ、 の 性に応じた

性の い を していくことが 要であ

る。  
このた 、 は 自 対

ン、自 態 フ や パッ ー

ジを ・ するとと に、 や

市に いて、 自 対 センター

に の市 の 自 対 の

・ ・ が る する。

また、 市に いて、

分 の ・ に って さ る自

対 の自 対 の の の設

と に る 自 対 の

・見 し が さ る 、 に き

か るとと に、 の を

こととする。また、市 に いて 自 対

の専 の設 や、自 対 と の

とのコー ート を 自 対 の専

の が さ る 、 に きか る。

さらに、 の 方 に る 携の

について 、 の を こ

ととする。また、こ らの に る

の 間 の が 、 方

に きか る。  
  

の

自 対 に 、本 に く

の 状 、 の 状 を し、

の を するとと に、こ を まえた

の見 しと に る。  
このた 、 生 の に、中立・

の立 から本 に く の 状 、

の 状 を し、 の を

するた の仕 を設 るとと に、Ｉ の

活用に に自 対 を する。  
  

の見 し

本 については、 が す き自 対

の としての性 に 、 の

、自 を る の 、本 に

く の 状 や 状 を まえ、

年を に見 しを 。
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（ ）

第 本 は、千葉市自 対 （

とい 。）と する。

（ ）

第 は、自 対 本 （

年 第 号）第 の に る自

対 に き、 間

の相 の 携を確 し、本市に

る自 対 を かつ に する

ことを とする。

（ 事 ）

第 は、 に る事 を する。

（ ）千葉市自 対 の に すること。

（ ）自 について 態の に すること。

（ ） の 自 対 の に して必要 事

（ ）

第 は、 人 で する。

は、 に る から、 さ た

とする。

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

第 の は、 年 とし、 を

い。ただし、 が た に

る の の は、 の 間と

する。

（ ）

第 に を く。

は、 の に る。

は、 を し、 を す

る。

は、 の から が

する。

は、 を し、 に事

があるときは、 の を する。

（ ）

第 は、 が し、 の

と る。

は、 の 上の が

、 を開くことができ い。

  、 が でき い は、 す

る の中で、 が する を とし

て さ ることができる。

は、必要に応じて の を

に さ 、 の 見を することがで

きる。

（ ）

第 の は、

に いて する。

（ ）

第 この に る のの か、

の に し必要 事 は、 が

に って る。

   則

この は、 年 月 日から す

る。

   則

この は、 年 月 日から

する。

   則

この は、 年 月 日から す

る。

   則

この は、 年 月 日から す

る。

千葉市自殺対策連絡 議会
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分 （ ）
（ ）

千葉

千葉 千葉市 中

（ ）千葉市

（ ）千葉市

（ ）千葉市

千葉市 生

（ ）千葉いの の電話

（ ）日本 ンセ ー

（ ）千葉市 人ク

千葉市

千葉市中

千葉 川

千葉 間

（ ）千葉市 見

千葉

千葉市自殺対策連絡 議会 5 4 1
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（設 ）

第 千葉市の自 に する対 を

に するた 、 が の認 を

、 携して た 、自 対

（ とい 。）を設 する。

（ 事 ）

第 は、 の事 を する。

（ ） 自 対 の に すること

（ ） 事 の に すること

（ ） の 、自 対 の 携に し必要 事

（ ）

第 は、 に る のある を

って する。

に を き、

を って てる。

（ ）

第 は、 が必要と認 るときに

する。

は必要に応じ、 に る の

の を することができる。

（事 ）

第 の事 を

に く。

（ の ）

第 この要 に る のの か、

の に し、必要 事 は、 に る。

  則

この要 は、 年 月 日から す

る。

  則

この要 は、 年 月 日から

する。

   則

この要 は、 年 月 日から す

る。

   則

この要 は、 年 月 日から す

る。

   則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から

する。

   則

この要 は、 年 月 日から する。

   則

この要 は、 年 月 日から し、

の千葉市自 対 設 要 の

は、 年 月 日から 用する。

   則

この要 は、 年 月 日から す

る。

   則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から す

る。

則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から す

る。

則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から する。

則

この要 は、 年 月 日から する。

千葉市自殺対策庁内連絡会議設置要綱
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人事 コン アンス 室

市 市 自

市 市 自

市 生活 スポー 男

市 生活 スポー 生活センター

ア

生

生

介

こころの センター

こ こ こ

こ こ

こ こ 年サポートセンター

こ こ こ 家
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こ こ 相談

こ こ 相談

こ ・

用

市 市

市

市

に する の センター

に する の センター こ 家

に する の センター

に する の センター

事

センター

センター

生 生
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こころの や の問 、 でいる方がいらっし る は、 記の相談窓口をご

ください。（ 年（ 年） 月 ）

○ す

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉いの の電話

043-227-3900

（電話相談)

043-222-4331

（ 相談 電話）

電話相談 24 365

相談 電話（ ）

9 17

12 14 30

相談

https://www.chiba-inochi.jp/netsoudan/index.cgi

こころの電話 043-204-1583
（ ）

10 12 13 17

いホット ン 0120-279-338 24 365

○ 相談 た

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市こころと の

相談室

043-216-3618

（ 電話）

9 30 16 30

（ ）

18 21

10 13

相談 18-12

8 501

○ ・ に ・LINE 相談 た

相談窓口 電話番号・ＬＩＮＥ 開設時間

千葉市 間・ 日の の

ア相談

043-216-2875

（電話相談）

(LINE友だち追加)

17 21

13 17

○ な方 自 た

電話番号 開設時間

自 族

か あいの だま
043-222-4416

開 日・ は 問い ください。

（ ）

9 17

（ ち 電話 ）

自 対 相談
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相談

○ 相談

相談窓口 電話番号 開設時間

中央 センター こころと の相談 043-221-2583

月 （

）

8 30 17 30

花見川 センター こころと の相談 043-275-6297

稲毛 センター こころと の相談 043-284-6495

若葉 センター こころと の相談 043-233-8715

緑 センター こころと の相談 043-292-5066

美浜 センター こころと の相談 043-270-2287

千葉市こころの センター 043-204-1582

○ ・ ルコ ル の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市こころの センター 043-204-1582
（ ）

8 30 17 30

○ の （ 者・ ・ など）

相談窓口 電話番号 開設時間

中央 センター く 043-221-2582

月 （

）

8 30 17 30

花見川 センター く 043-275-6296

稲毛 センター く 043-284-6494

若葉 センター く 043-233-8714

緑 センター く 043-292-2630

美浜 センター く 043-270-2221

○ の （ ・ スメン など）

相談窓口 電話番号 開設時間

相談室 043-300-8282

（ ）

9 16 （ 13 ）

（ ）

9 15 （ 13 ）

千葉

相談コー ー
043-221-2303

（ ）

9 17

千葉 相談センター 043-223-2744
（ ）

9 20
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○ に関する相談

・多 の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市 生活センター 043-207-3000
（ ）

9 16 30

・経 ・事 の

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市 043-201-9506
月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

9時から17時

○ ど や の （ め など）

・ などの

相談窓口 電話番号 開設時間

相談 24 0120-101-830 24 365

・ ・ こ の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市 きこ センター 043-204-1606
月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

9時から17時

千葉市 センター 043-255-3702
月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

9時から17時

千葉市 ・若 相談センター

Link（ ンク）
050-3775-7007

月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

9時から17時

相談は要

・ の に関する の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市 年サポートセンター （中央・稲毛） 043-245-3700

月曜日から金曜日

（祝日・年末年始除く）

9時から17時

千葉市 年サポートセンター 分室 （若葉） 043-237-5411

千葉市 年サポートセンター 分室 （美浜） 043-277-0007

千葉市 年サポートセンター 分室 （緑） 043-293-5811

千葉市 年サポートセンター 分室 （花見川） 043-259-1110

○ 婦 の ・ に関する相談

・ の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

相談 （中央・若葉・緑） 043-277-8820
24時間365日対応

相談 （花見川・稲毛・美浜）043-277-8821
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・ 婦 の ・ 相談

相談窓口 電話番号 開設時間

中央 センター すこやか 043-221-2581

月曜日から金曜日（祝日・

年末年始除く）8 時 30 分

から17時30分

花見川 センター すこやか 043-275-6295

稲毛 センター すこやか 043-284-6493

若葉 センター すこやか 043-233-8191

緑 センター すこやか 043-292-2620

美浜 センター すこやか 043-270-2213

・ ど の の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

中央家 相談室 043-221-2151 月・火・ ・金

祝日・年末年始除く

9時から16時

花見川家 相談室 043-275-6445 月・ ・ ・金

稲毛家 相談室 043-284-6139 月・火・ ・金

若葉家 相談室 043-233-8152 月・火・ ・金

緑家 相談室 043-292-8139 月・ ・ ・金

美浜家 相談室 043-270-3153 月・火・ ・金

○ 者の に関する相談（ あ ンタ ）

相談窓口 電話番号 開設時間

中央

千葉市あ し アセンター 043-216-2131

月曜日から土曜日

（祝日・年末年始除く）

9時から17時

千葉市あ し アセンター中央 043-216-2121

千葉市あ し アセンター千葉 043-263-3066

千葉市あ し アセンター 043-420-8325

千葉市あ し アセンター
043-308-9811

千葉市あ し アセンター浜 043-305-0102

花見川

千葉市あ し アセンター

こてはし
043-258-8750

千葉市あ し アセンター花見川 043-250-1701

千葉市あ し アセンター

さつきが
043-307-3225

千葉市あ し アセンター

に の
043-445-8012

千葉市あ し アセンター花 043-216-2610

千葉市あ し アセンター 043-212-7300
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相談窓口 電話番号 開設時間

稲毛

千葉市あ し アセンター 043-304-7740

月曜日から土曜日

（祝日・年末年始除く）

9時から17時

千葉市あ し アセンター
043-307-9010

千葉市あ し アセンター 生 043-306-6881

千葉市あ し アセンター 043-284-6811

千葉市あ し アセンター 043-307-5780

千葉市あ し アセンター稲毛 043-216-2831

若葉

千葉市あ し アセンター つ 043-290-0120

千葉市あ し アセンター 043-312-5110

千葉市あ し アセンター 043-214-1841

千葉市あ し アセンター千 043-236-7400

千葉市あ し アセンター 043-208-1212

緑

千葉市あ し アセンター 043-293-6911

千葉市あ し アセンター 043-300-4855

千葉市あ し アセンター土気 043-295-0110

千葉市あ し アセンター土気

あす が
043-205-5000

美浜

千葉市あ し アセンター 043-278-0111

千葉市あ し アセンター 043-445-8440

千葉市あ し アセンター

浜
043-441-7410

千葉市あ し アセンター 043-278-2545

千葉市あ し アセンター 043-301-5528

○ ・ ・ の などの相談

電話番号 開設時間

千葉 本 相談サポートコー ー 043-227-9110
月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

8時30分から17時15分

○ の相談

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市 相談 センター 043-245-5110
月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

9時から16時
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○経済的社会的自立に関する相談

・経済的社会的自立に向けた支援

相談窓口 電話番号 開設時間

千葉市生活自立・仕事相談センター中央 043-202-5563

月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）

8時30分から17時30分

千葉市生活自立・仕事相談センター花見川043-307-6765

千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛 043-207-7070

千葉市生活自立・仕事相談センター若葉 043-312-1723

千葉市生活自立・仕事相談センター緑 043-293-1133

千葉市生活自立・仕事相談センター美浜 043-270-5811

○男性・女性・ＬＧＢＴ専用相談

・男性のための相談（男性相談員が対応）

相談窓口 電話番号 開設時間

男性専用電話相談 043-209-8773
金曜日（祝日・年末年始除く）

18時30分から20時30分

・女性のための相談（夫婦関係など）

相談窓口 電話番号 開設時間

ハーモニー相談室 043-209-8775
火曜日から金曜日（祝日・年末年始除く）10時から20時

土曜日、日曜日（祝日・年末年始除く）10時から16時

・ＬＧＢＴ当事者やその周囲の方のための相談（性の多様性に理解のある相談員が対応）

相談窓口 電話番号・ＬＩＮＥ 開設時間

LGBT専門相談

043-245-5440

（電話相談）

(LINE友だち追加)

毎月第1月曜日19時から22時

毎月第3日曜日10時30分から13時30分

※ 原則上記日時に対応しますが、詳細は市ホームページを

ご確認ください。

○メンタルヘルスチェック

パソコンや携帯電話、スマートフォンからアクセスしてください。いくつかの質問に答えること

で、気軽にこころの状態をチェックできます。

こころの体温計

ご本人やご家族の方のこころの

状態がチェックできます。

ＫＯＫＯＲＯＢＯ（ココロボ）

必要に応じて、こころの状態に

あったサポートを紹介します。

－ 114 －



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第２期千葉市自殺対策計画 
（改訂版） 

～気づき、支え・関わり、つなぐ～ 

 

発 行／令和5（2023）年10月 

千葉市保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課 

〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35 

千葉ポートサイドタワー11F 

TEL：043-238-9980 FAX：043-238-9991 

Mail: seishinhoken.HWS@city.chiba.lg.jp 


	表紙
	目次
	目次2
	目次3
	目次4
	第１章 計画の策定にあたって
	１ 計画策定の趣旨
	２ 計画の位置付け
	３ 計画の期間及び数値目標
	（１）計画の期間
	（２）計画の数値目標
	第２章 自殺の現状及び基本認識
	１ 千葉市における自殺の特徴
	（１）自殺者数と自殺死亡率の推移
	（２）性別・年代別の自殺死亡率
	（３）全死因に占める自殺の割合
	（４）原因・動機別
	（５）職業別
	（６）自殺未遂歴の状況
	（７）政令指定都市の自殺死亡率の状況
	（８）自殺対策に関するＷＥＢアンケート調査の結果
	２ 自殺に対する基本認識
	（１）自殺はその多くが追い込まれた末の死
	（２）年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている
	（３）新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進
	（４）実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する
	３ 計画の振り返りと課題
	（１）計画における取組
	（２）数値目標と評価指標
	（３）計画の振り返りと課題
	（４）計画の中間見直しの概要
	第３章 自殺対策の基本方針
	（１）生きることの包括的な支援として推進する
	（２）関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
	（３）対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
	（４）実践と啓発を両輪として推進する
	（５）「気づく」、「支え合う・関わる」、「つなぐ」
	（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
	第４章 重点取組施策
	１ 高齢者へのサポート
	（１）背景と課題
	（２）重点施策の方向性
	（３）具体的な取組
	２ 若年層へのサポート
	（１）背景と課題
	（２）重点施策の方向性
	（３）具体的な取組
	３ 女性へのサポート
	（１）背景と課題
	（２）重点施策の方向性
	（３）具体的な取組
	４ 連携体制の強化
	（１）背景と課題
	（２）重点施策の方向性
	（３）具体的な取組
	第５章 生きる支援の具体的な取組
	気づく ～普及啓発・人材育成～
	１ 自殺の実態を明らかにする
	（１）自殺統計資料等の利活用
	（２）教育現場における実態把握
	（３）相談現場における実態把握
	【評価指標１】
	２ 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す
	（１）自殺や自殺関連事象等に関する普及啓発活動
	（２）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
	【評価指標２】
	３ 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
	（１）様々な分野でのゲートキーパーの養成
	（２）かかりつけ医、地域保健スタッフ等の資質向上
	（３）教職員の資質向上
	（４）生きる支援に関わる者の資質向上
	【評価指標３】
	支え合う・関わる ～当事者・支援者へのサポート～
	４ 当事者へのサポートを推進する
	４－１ 相談体制の充実・心の健康づくりの推進
	（１）相談窓口情報等の周知
	（２）相談の多様な手段の確保
	（３）アウトリーチ型の相談・支援
	（４）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
	（５）地域や学校における心の健康づくりの推進
	【評価指標４－１】
	４－２ 若年層へのサポート
	（１）児童生徒の自殺対策に資する教育の推進
	（２）ひきこもり、児童虐待被害者等への支援
	（３）若年層へのその他の支援
	【評価指標４－２】
	４－３ 支援を必要とする方へのサポート
	（１）高齢者への支援
	（２）生活困窮者への支援
	（３）ひとり親家庭への支援
	（４）ＬＧＢＴ（性的少数者）、性犯罪・性暴力被害者への支援
	（５）うつ病、アルコール依存症、薬物依存症等の精神疾患への対策の推進
	（６）長時間労働の是正、ハラスメント防止対策
	（７）居場所づくりの推進
	（８）自殺未遂者、自死遺族への支援
	（９）女性への支援
	（１０）その他の支援
	【評価指標４－３】
	５ 支援者へのサポートを推進する
	（１）支援策・相談窓口情報等の分かりやすい発信
	（２）自殺対策従事者への心のケアの推進
	（３）介護者への支援
	【評価指標５】
	つなぐ ～ネットワークの強化～
	６ 地域全体の自殺リスクを低下させる
	（１）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組みづくり
	（２）民間団体との連携
	【評価指標６】
	第６章 計画の推進に向けて
	１ 計画の推進体制
	（１）千葉市自殺対策連絡協議会
	（２）千葉市自殺対策庁内連絡会議
	（３）情報共有及び連携強化
	２ 計画の進行管理
	参 考 資 料
	裏表紙



